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第１章 実施計画策定の主旨、基本的事項 

１ 実施計画策定の主旨等 

（１）策定の主旨 

本市では、2009 年 12 月に川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例（以下「地球温暖化

対策推進条例」という。）を制定し、2010 年 4 月に施行した。また、地球温暖化対策推進条

例第 6 条に規定される地球温暖化対策推進基本計画（以下「基本計画」という。）を、2010

年 10 月に策定した。 

この地球温暖化対策推進実施計画（以下「実施計画」という。）は、地球温暖化対策推進

条例第 7 条に基づき策定するもので、基本計画に基づき地球温暖化対策の推進のために実施

する具体的な事務事業を定めるものである。 

なお、実施計画に定める具体的な事務事業は、地球温暖化対策に関する市の事務事業等の

取組を中心とする。 

 

（２）基本計画に定める地球温暖化対策の目標 

基本理念 

 

 

 

削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境と経済の調和と好循環を基調とした持続可能な低炭素社会を構築し、良好な環境を

将来の世代に引き継ぐ 

・市域における温室効果ガス排出量の削減に取り組むとともに、本市の特徴である優れ

た環境技術を活かし地球全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献することで、2020

年度までに 1990 年度における市域の温室効果ガス排出量の 25％以上に相当する量の

削減を目指す 

・各主体が削減目標に向かって、自らの温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、協

働の取組を進めることで、温室効果ガス排出量を削減する 

・国全体の中期目標に関する検討状況等を見極めながら、必要に応じて目標の改定につ

いて検討を行う 

①効果的に温室効果ガス排出量の削減が誘導される社会・経済システムを構築する 

②再生可能エネルギー源、未利用エネルギーなど、地域に存在するエネルギー資源を有効

かつ効率的に利用する 

③事業者、市民、市がそれぞれの役割に応じて削減する 

④協働の取組を推進する 

⑤地球全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献する 

⑥ヒートアイランド対策に資する 
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２ 実施計画の基本的事項 

（１）計画の対象 

基本計画に示された地球温暖化対策の目標を達成するため、12 の基本施策に基づく施策課

題及び事務事業と、重点的に実施する事務事業としてとりまとめる重点プロジェクトを実施

計画の対象とする。 

 

図 1-2-1 実施計画の対象 

基本理念 削減目標

基本方針

基本施策

施策課題

事務事業

位置づける計画

基本

計画

実施

計画

重点プロジェクト特に重点的なもの
 

 

（２）計画の期間 

基本計画の期間は、2020 年度までのおおむね 10 年間としているが、実施計画は、基本計

画に定める地球温暖化対策の目標を着実に達成するために、川崎市新総合計画「川崎再生フ

ロンティアプラン」第 3 期実行計画と整合を図り、おおむね 3 年間とする。第 1 期間につい

ては、2011 年度から 2013 年度までの 3 年間とする。 

 

図 1-2-2 計画の期間 

基本計画

実施計画

第1期間

第2期間

第3期間

2011年度 2020年度

2011～2013年度
2014～2016年度

2017～2020年度
 

 

３ 重点プロジェクトと施策課題ごとの事務事業について 

（１）重点プロジェクトと施策課題ごとの事務事業について 

実施計画では、本市の事務事業のうち、地球温暖化対策の推進のために実施する事務事業
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を 12の基本施策に基づく施策課題ごとに位置づける。特に重点的に取り組むことによって、

大きな施策成果の達成や課題の解決を目指していくとともに、事業者や市民を先導していく

ような事務事業を選定し、重点プロジェクトとして取りまとめる。 

 

（２）重点プロジェクトについて 

実施計画第 1 期間の重点プロジェクトについては、新総合計画「川崎再生フロンティアプ

ラン」第 3 期実行計画に位置づけられている事務事業のうち、「重点プロジェクトに位置づ

けることで削減・抑制効果を高めるもの」、「川崎の特徴を活かしたもの」、「取組の重点性（適

時性）のあるもの」の考え方で選定し、次の 4 つの重点プロジェクトとして取りまとめた。 

① 低炭素都市推進プロジェクト 

② 地域行動推進プロジェクト 

③ 国際貢献推進プロジェクト 

④ 市の率先行動推進プロジェクト 

 

図 1-3-1 重点プロジェクトの構成 

地球温暖化対策の目標

◎基本理念 ◎削減目標 ◎基本方針

低炭素都市推進

プロジェクト
・低炭素都市づくり方針
の検討

・スマートシティモデル

事業の推進

など

地域行動推進

プロジェクト
・川崎市地球温暖化防止
活動推進センターを核と

した取組の推進

・プラスチック製容器包

装分別収集の南部3区実施

など

国際貢献推進

プロジェクト
・低CO2川崎ブランドの認
定及び普及の推進

・川崎国際環境技術展の

開催
など

市の率先行動推進

プロジェクト
・エネルギー効率の高い
機器の導入や断熱性能の

向上による公共公益施設

における省エネルギーの
取組のモデル実施

など

12の基本施策ごとの基本的方向や取組の方向性に基づいて展開される施策課題ごとの

事務事業

「削減・抑制効果を高めるもの」「川崎の特徴を活かしたもの」「取組の重点性（適時性）のあるもの」

の考え方で事業を選定

 
 

（３）施策課題ごとの事務事業について 

本市の事務事業のうち、地球温暖化対策の推進のための事務事業について、基本計画で位

置づけられた 12 の基本施策ごとの基本的方向や取組の方向性に基づいて展開される具体的

な事務事業を施策課題ごとに体系化し、これに基づく取組を推進することにより地球温暖化

対策を推進する。また、事務事業の特性に応じて活動量などの定量的・定性的な目標を定め

る。 
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図 1-3-2 施策体系図 

[基本施策］

[施策課題］ ［主な事務事業名］
 

Ⅰ 事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅰ-１ 大規模事業者の二酸化炭素排出量の削減

Ⅰ-２ 中小規模事業者の二酸化炭素排出量の削減

Ⅰ-６ エココンビナート構想の推進

Ⅰ-５ 環境調和型産業の振興・育成

Ⅰ-３ 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の削減

Ⅰ-４ 低炭素型のビジネススタイルの構築

地球温暖化対策事業

地球温暖化対策事業

地球温暖化対策事業

地球温暖化対策事業

国連環境計画（ＵＮＥP）連携協調事業

環境調和型まちづくり（エコタウン）推進事業  

Ⅱ 市民生活における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ-１ 環境配慮型ライフスタイルの構築

Ⅱ-２ エネルギー・資源消費の抑制等

Ⅱ-３ 協働した地球温暖化対策の推進

協働による地球環境配慮の推進

協働による地球環境配慮の推進

協働による地球環境配慮の推進

 
Ⅲ 再生可能エネルギー源等の利用

Ⅲ-１ ソーラーシティプロジェクトの推進 再生可能エネルギー推進事業

Ⅲ-２ エネルギーを有効利用する仕組みづくり 再生可能エネルギー推進事業

Ⅲ-３ 地域特性を踏まえた再生可能エネルギー源等の導入拡大 エコオフィス推進事業

 
Ⅳ 低炭素都市づくりの推進

Ⅳ-１ 面的な対策の推進 地球温暖化対策推進事業

Ⅳ-２ 高いエネルギー効率を有する建築物の誘導 地球温暖化対策推進事業  
Ⅴ 循環型社会の形成の推進

Ⅴ-１ 市民生活に係る廃棄物の３Ｒの推進 普及広報活動事業

Ⅴ-２ 事業活動に係る廃棄物の３Ｒの推進 事業系ごみ減量化推進事業

Ⅴ-３ 収集運搬等における温室効果ガス排出量の削減 普通ごみ収集事業

Ⅴ-４ 焼却過程等における温室効果ガス排出量の削減 リサイクルパークあさお整備事業事業

 

Ⅵ 交通における地球温暖化対策の推進

Ⅵ-１ 環境にやさしい交通ネットワークの構築 総合的な交通体系調査

Ⅵ-２ 公共交通機関の利便性の向上 川崎駅周辺総合整備事業

Ⅵ-３ 自動車単体対策の推進 低公害車普及促進整備

Ⅵ-４ 自転車等の通行空間の確保 あんしん歩行エリア整備事業
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[基本施策］

[施策課題］ ［主な事務事業名］  

Ⅶ 地球環境に係る環境教育・環境学習の推進

Ⅶ-１ 環境教育・環境学習の推進 協働による地球環境配慮の推進

Ⅶ-２ 人材育成の推進 協働による地球環境配慮の推進

Ⅶ-３ 環境教育・環境学習拠点の充実 協働による地球環境配慮の推進  

Ⅷ 緑の保全及び緑化の推進

Ⅷ-１ 緑の保全と育成 緑地保全事業

Ⅷ-２ 緑化の推進 緑化推進重点地区整備事業

Ⅷ-３ 公園緑地の整備 富士見周辺地区整備の推進及び調整

Ⅷ-４ 水辺空間の利用 河川改修事業  

Ⅸ ヒートアイランド対策の推進

Ⅸ-１ 緑・水の確保 ヒートアイランド対策推進事業

Ⅸ-２ 排熱の抑制 ヒートアイランド対策推進事業

Ⅸ-３ 地表面被覆の改善 ヒートアイランド対策推進事業  
Ⅹ 環境技術による国際貢献の推進

Ⅹ-１ 地球全体での温室効果ガスの削減 地球温暖化対策事業

Ⅹ-２ 国際的な環境保全活動への支援・連携 国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業

Ⅹ-３ 環境技術の海外移転の促進 国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業

 
Ⅹ1 環境技術の研究開発等の推進

ⅩⅠ-１ 環境技術の研究開発・科学的環境施策の推進 環境総合研究所整備事業

ⅩⅠ-２ 環境技術情報の収集・発信 環境総合研究所整備事業  
ⅩⅡ 市役所の率先取組の推進

ⅩⅡ-１ 公共施設におけるエネルギー使用量の削減 エコオフィス推進事業

ⅩⅡ-２ 再生可能エネルギー源の優先的な利用 再生可能エネルギー推進事業

ⅩⅡ-３ エネルギーの使用に由来しない温室効果ガスの削減 分別収集事業

ⅩⅡ-４ 公用車における対策の推進 エコオフィス推進事業

ⅩⅡ-５ 緑化の推進 市民との協働による緑化推進事業

ⅩⅡ-６ 環境に配慮した契約や物品調達等の推進 エコオフィス推進事業

 
 

※事務事業については、主なもののみ掲載している。全事務事業については、参考（P.74）を参照。 
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第２章 温室効果ガス排出量の状況等 

１ 温室効果ガス排出量の状況 

（１）温室効果ガス排出量の状況 

2008 年度の温室効果ガス排出量は、2,517 万トン-CO2 であり、基準年度の排出量（2,922

万トン-CO2）と比較して、13.9％の削減となっている。 

また、温室効果ガス別に排出量をみると、二酸化炭素排出量は 2,464 万トン-CO2で、温室

効果ガス排出量の 97.9％を占め、基準年比で 7.7％の削減となっている。ハイドロフルオロ

カーボン類の排出量は 8 万 8 千トン-CO2、六ふっ化硫黄の排出量は 3 万 1 千トン-CO2で、温

室効果ガス排出量に占める割合は低いが、それぞれ基準年比 65.5％、98.5％の大幅な削減と

なっている。一方、メタンの排出量は１万 9 千トン-CO2、一酸化二窒素の排出量は 10万 2 千

トン-CO2、パーフルオロカーボン類の排出量は 29 万 1 千トン-CO2 で、それぞれ基準年比で

47.6％、31.2％及び 74.5％の増加となっている。 

 

表 2-1-1 温室効果ガス別排出量の推移 

単位：千トン-ＣＯ２

基準年 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
2008年度

速報値

二酸化炭素 26,706.5 24,400.2 26,482.7 25,161.8 26,151.0 24,426.5 25,201.5 24,163.9 26,145.2 24,641.6

メタン 12.9 13.3 14.7 14.8 15.4 15.9 16.5 15.4 19.7 19.0

一酸化二窒素 77.7 92.7 91.9 93.2 93.3 92.1 92.3 98.6 98.5 102.0

ハイドロフルオロカ－ボン類 255.4 84.4 106.0 91.6 201.8 205.1 181.4 128.6 79.6 88.0

パ－フルオロカ－ボン類 166.7 519.0 469.0 495.0 427.0 450.0 361.0 414.0 370.1 290.8

六ふっ化硫黄 2,004.0 645.3 573.6 430.2 298.8 239.0 71.7 57.0 44.0 31.0

総排出量 29,223.2 25,754.9 27,737.9 26,286.7 27,187.3 25,428.6 25,924.5 24,877.6 26,757.1 25,172.3

対基準年比 -11.9% -5.1% -10.0% -7.0% -13.0% -11.3% -14.9% -8.4% -13.9%

※基準年度は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素は1990年度、それ以外の３ガスは1995年度
※合計値は四捨五入の関係で、マトリックス表の数値及び各欄の合計と必ずしも一致しない  

 

図 2-1-1 温室効果ガス排出量の推移 

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

基準年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

速報値

千トン-ＣＯ2

-13.9%

年度
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（２）二酸化炭素排出量の状況 

2008 年度の二酸化炭素排出量の部門別構成比をみると、産業部門が最も高く、73.8％を占

めている。これは、臨海部を中心に製造業が集積しているためであり、全国平均の 34.5％

（2008 年度）と比較して非常に高い値となっている。次いで構成比の高い部門は、民生部門

(業務系)が 8.3％、民生部門(家庭系)が 7.4％、運輸部門が 4.7％と続いている。 

 

表 2-1-2 部門別の二酸化炭素排出量の推移 

単位：千トン-ＣＯ２

項   目 1990年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
2008年度

速報値

転換部門 437.9 414.9 338.7 356.4 336.2 271.3 239.2 216.1 289.8 321.3

産業部門 21615.1 18901.7 21010.9 19260.3 19894.0 18743.0 19562.5 18686.6 19575.2 18184.7

民生部門（家庭系） 1107.6 1400.5 1371.2 1590.2 1727.7 1537.2 1600.0 1493.9 1843.5 1816.6

１人当たり排出量（トン‐ＣＯ2） 0.94 1.12 1.08 1.24 1.34 1.18 1.21 1.11 1.35 1.31

民生部門（業務系） 1146.7 1374.9 1391.5 1581.5 1687.6 1528.4 1510.1 1482.7 2142.7 2046.2

運輸部門 1094.6 1296.1 1278.5 1291.4 1263.7 1213.4 1190.1 1164.7 1188.1 1164.3

うち自家用乗用車 239.0 400.9 398.5 394.6 389.2 366.2 357.9 352.7 346.5 341.3

廃棄物部門 370.2 371.2 345.4 347.7 460.0 349.0 334.5 322.7 328.4 321.6

工業プロセス部門 934.5 640.8 746.6 734.3 781.9 784.2 765.0 797.3 777.6 786.8

合　　　計 26706.5 24400.2 26482.7 25161.8 26151.0 24426.5 25201.5 24163.9 26145.2 24641.6

※合計値は四捨五入の関係で、マトリックス表の数値及び各欄の合計と必ずしも一致しない  
 

 

 

図 2-1-2 二酸化炭素排出量の部門別構成比（2008 年度速報値ベース） 

転換部門
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（家庭系）
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8.3%

運輸部門

4.7%

廃棄物部門

1.3%

工業プロセス

部門

3.2%
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第３章 重点プロジェクト 

１ 低炭素都市推進プロジェクト 

【現状・課題】 
本市の都市構造をみると、人口密度は 9,487 人/ｋｍ2と、大都市（東京都及び指定都市）

の中では、東京都、大阪市に次いで第 3 位となっている。また、広域拠点である小杉駅周辺

地区では、高層建築物の建設が進められ、集約型のまちづくりが進められている。 

本市の二酸化炭素排出量のうち、都市における社会経済活動に起因することが大きい民生

部門（家庭系）やオフィス・商業系の民生部門（業務系）、自動車等の運輸部門における排

出量が全体の約 2 割を占めている。民生部門をはじめとして、都市活動にかかる二酸化炭素

排出量は近年増加傾向にあり、また、将来人口推計によると本市の人口は 2030 年まで増加

することが予想されている。高齢化社会への対応も含め、誰もが暮らしやすい持続可能なま

ちづくりを進めていくことが重要であることから、中長期的な視点に立ち、関連施策と連携

しながら、「コンパクト化」や「エコ化」などに配慮したまちづくりを進めていく必要があ

る。 

図 3－1 市内二酸化炭素排出量と都市活動の関係（2008 年度速報値） 

転換部門

産業部門

民生部門

（家庭系）

7.4%

民生部門

（業務系）

8.3%

運輸部門

4.7%

廃棄物部門 工業プロセス

部門

都市活動

20％

 

【計画期間の主な取組】 
◇川崎市温暖化対策庁内推進本部に低炭素都市推進部会を設置し、本市の低炭素都市づくりの基

本的な考え方や具体的な施策を検討する。 

 

◇二酸化炭素をほとんど排出しない再生可能エネルギーの普及に向けて、啓発効果の高い公共施

設への再生可能エネルギー利用設備の導入を進めるとともに、住宅用太陽光発電設備の補助や

太陽熱など他の再生可能エネルギーの普及に向けた取組の検討を行う。 

 

◇次世代エネルギーとして期待される技術の活用に向け、エネルギー利用の効率化をめざしたス

マートシティモデル事業を推進する。 

 

◇環境負荷の低減や高齢化社会などに配慮し、交通環境の変化等を踏まえ、将来における交通需

要や総合的な交通体系に関する課題等の把握・検討を行い、総合交通計画の策定に向けた取組

を進める。 
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

地球温暖化対策事業 ●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に

基づく開発事業地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●開発事業地球温暖

化対策計画書制度の

運用

●低炭素都市づくり

方針の検討

●低炭素都市づくり

方針の策定

事業推進

●スマートシティモデ

ル事業の調査

●スマートシティモ

デル事業の推進

事業推進

●家庭用太陽光発電設

備補助の実施

●家庭用太陽光発電

設備の補助の拡充

●家庭用太陽光発電

設備の補助の実施

●太陽熱など、他の

再生可能エネルギー

の普及に向けた取組

の検討

●太陽熱など、他の

再生可能エネルギー

の普及に向けた取組

の推進

●公共施設における再

生可能エネルギー利用

設備の導入

●公共施設における

再生可能エネルギー

利用設備の導入

総合的な交通体系調査事業 ●総合都市交通計画の

検討

●総合都市交通計画

の検討

●総合都市交通計画

の検討・策定

●総合都市交通計画

に基づく交通施策の

推進

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

再生可能エネルギー推進事

業

地球温暖化対策推進条例

に基づく取組を進めると

ともに、低炭素都市づく
り方針の検討を進める。

太陽光などの再生可能エ

ネルギーの導入を促進す

る。

川崎市がめざすべき総合

都市交通体系構築に向け、

「総合都市交通計画」を

策定する。

事業名 計画期間の取組

環境影響評価・環境調査事
業

事業推進

建築物環境配慮推進事業 事業推進

地域地区等計画策定・推進
事業

事業推進市民の意見や関係権利者の合意を踏まえながら、地区計画や防火地域の指定など、地域
地区等の決定・変更等を行う。また、環境配慮のまちづくり誘導制度等の調査・検討を

行う。

建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川崎)を運用し、地球環境にやさしい建築物の普及
促進を図る。

環境影響評価項目に温室効果ガス、環境配慮項目に地球温暖化及びエネルギーを位置づ
けている環境影響評価制度を的確に運用する。

事業内容
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２ 地域行動推進プロジェクト 

【現状・課題】 
温室効果ガスはあらゆる主体から排出されるものであることから、各主体がそれぞれの役

割に応じて削減するとともに、多様な主体の協働により、地域での取組を進めていく必要が

ある。 

140 万を超える人口を抱える本市にとって、市民一人ひ

とりに働きかけていくには、課題もあるが、市民意識の高

揚を図り、市民生活におけるエネルギー使用量の削減行動

などを促していく必要がある。 

低炭素社会及び循環型社会の構築等の観点から、３Ｒを

進め、焼却対象ごみを極力削減していく必要がある。とり

わけ、分別収集を開始したミックスペーパーとプラスチッ

ク製容器包装について、収集量が増加し、資源化が進むよ

う、継続した普及広報に取り組んでいく必要がある。 

ＣＣかわさき“エコ暮らし”に取り組むとともにＣＣかわさき交流コーナーを利用した普

及啓発など川崎市地球温暖化防止活動推進センター（以下「地域センター」という。）を活

用することで、市民の環境配慮型ライフスタイル構築などに結びつける必要がある。 

 

【計画期間の主な取組】 
◇家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減のため、高津市民館に開設したＣＣかわさき交流コー

ナーを利用した普及啓発など地域センターを活用した取組を進めるとともに、地域に密着した

温暖化対策の推進リーダーとしての活動が期待される川崎市地球温暖化防止活動推進員（以下

「推進員」という。）による普及啓発活動などを促す。 

 

◇大規模太陽光発電所の整備を推進するとともに、隣接する環境学習施設「（仮称）かわさきエ

コ暮らし未来館」（愛称：ＣＣかわさき館）を開設し、再生可能エネルギーの利用をはじめと

する地球温暖化対策に関する普及啓発に取り組む。 

 

◇資源化量の増加に向け、ミックスペーパーの分別収集の全市実施やプラスチック製容器包装分

別収集の南部３区（川崎区、幸区、中原区）実施後のフォローアップ広報に取り組む。 

 

◇2013 年度にプラスチック製容器包装の分別収集を全市で実施する。 

CCかわさき交流コーナー 
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●川崎市地球温暖化
防止活動推進センター
の指定

●川崎市地球温暖化
防止活動推進セン
ターを核とした協働

の取組の推進

事業推進

●川崎市地球温暖化防
止活動推進員の委嘱の

準備

●川崎市地球温暖化
防止活動推進員の委

嘱、推進員による温
暖化防止活動の促進

●CCかわさき交流
コーナーの開設

●CCかわさき交流
コーナーでの普及啓
発活動の実施

●CC川崎エコ会議の
設置及び運営

●CC川崎エコ会議を
通じたネットワーク
形成や情報発信の推

進
●川崎大規模太陽光発

電所の整備

●川崎大規模太陽光

発電所の竣工

事業推進

●「(仮称）かわさきエ

コ暮らし未来館」（愛
称：ＣＣかわさき館）
の整備

●「(仮称）かわさ

きエコ暮らし未来
館」（愛称：ＣＣか
わさき館）の開

設・運営

●「(仮称）かわさ

きエコ暮らし未来
館」（愛称：ＣＣか
わさき館）の運営

●ごみの分け方・出し
方リーフレットの全戸

配布

●ごみの分け方・出
し方リーフレットの

全戸配布

事業推進

●出前ごみスクール、

ふれあい出張講座の開
催

●出前ごみスクー

ル、ふれあい出張講
座の開催

●ミックスペーパー分

別収集の全市実施に向
けた広報の実施

●ミックスペーパー

分別収集の全市実施
後のフォローアップ

広報の実施
●プラスチック製容器
包装の分別収集南部３

区（川崎区、幸区、中
原区）実施に向けた広
報の実施

●プラスチック製容
器包装の分別収集先

行実施地域でのフォ
ローアップ広報の実
施

●プラスチック製容
器包装の分別収集全

市実施に向けた広報
の実施

●プラスチック製容
器包装の分別収集全

市実施に係るフォ
ローアップ広報の実
施

●空き缶・空き瓶・
ペットボトル・小物金

属・ミックスペー
パー・使用済み乾電池
の分別収集の実施

●空き缶・空き瓶・
ペットボトル・小物

金属・ミックスペー
パー・使用済み乾電
池の分別収集の実施

事業推進

●プラスチック製容器
包装分別収集の南部

３区（川崎区、幸区、
中原区）実施

●プラスチック製容
器包装分別収集の南

部３区（川崎区、幸
区、中原区）実施

●プラスチック製容
器包装の分別収集の

全市実施

協働による地球環境配慮の
推進

普及広報活動事業

分別収集事業

再生可能エネルギー推進事

業

協働による地球環境配慮
を推進するためのネット

ワークづくりを進める。

ごみの減量やリサイクル

を推進するため、各種普
及広報及び環境教育・学
習を通じた啓発を行う。

空き缶・空き瓶・ペット
ボトル・ミックスペー

パー等の分別収集を行う
ほか、プラスチック製容

器包装の分別収集を拡大

し、一層の資源化を推進

するとともに、効率的な

収集体制を整備する。

再生可能エネルギーをは

じめとする地球温暖化対
策の普及啓発に取り組む。
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３ 国際貢献推進プロジェクト 

【現状・課題】 
世界的な課題となっている地球温暖化の問題を解決していくには、地球全体で考え、地域

で出来ることから対応を進めていくことが求められる。 

ライフサイクル全体での二酸化炭素を削減する製品等を選定する低ＣＯ2 川崎ブランドの

取組を推進することや、地球温暖化対策推進条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・

報告書制度を活用した大規模事業者の温室効果ガス排出量の削減の取組の促進、中小規模事

業者の温室効果ガス排出量削減に向けた促進策を展開することなどにより市内の温室効果

ガス排出量を削減するとともに、本市に培われている優れた環境技術・製品を活用し、地球

全体での温室効果ガス削減に貢献していく必要がある。 

本市に培われている優れた環境技術・製品や環境問題に取り組んだ経験・ノウハウの海外

移転を促進することで、世界をリードする環境技術先進都市として地球全体の環境問題の解

決に取り組んでいく必要がある。 

また、環境問題を解決していくためには現状に関す

る実践的な調査研究が不可欠であり、その結果を施

策・事業にフィードバッグし、計画的・科学的に環境

施策を推進する必要がある。 

こうした特徴・強みを活かした取組や研究開発の成

果により国際貢献に取り組むとともに、その取組を国

内外に情報発信して対外的にアピールしていくことも

有効である。 

 
【計画期間の主な取組】 
◇本市の特徴・強みである環境技術を活用した地球温暖化対策の推進に向けて、「低ＣＯ2川崎ブ

ランド」事業を推進し、地球全体での温室効果ガス削減に貢献していく。 

 

◇環境技術の分野において、高いポテンシャルを有する川崎の取組を広く内外に向けて紹介し、

環境技術や施策の情報提供を通じた国際貢献を行うため、UNEP プロジェクトへの協力・支援を

行う。 

 

◇環境施策を計画的・科学的に推進するため、殿町 3 丁目に環境総合研究所を整備し、外部機関

や企業等と連携しながら、環境技術による国際貢献をはじめ、環境に関する総合的な研究を進

めます。 

 

◇国際的なビジネスマッチングの場としての「川崎国際環境技術展」を開催し、環境技術を情報

発信するとともに、海外への環境技術の移転の取組を強化し、国策貢献と市内産業の活性化を

図ります。 

川崎国際環境技術展 2011 
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に

基づく事業活動地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●「低CO2川崎パイロッ

トブランド」の選定

●事業活動地球温暖

化対策計画書報告書

制度の運用

●「低CO2川崎パイ

ロットブランド」の

選定

●事業活動地球温暖

化対策計画書報告書

制度の運用・見直し

の検討

●「低CO2川崎ブラ

ンド」の認定及び普

及の推進

事業推進

●アジア・太平洋エコ

ビジネスフォーラムの

開催

●アジア・太平洋エ

コビジネスフォーラ

ムの開催

事業推進

●UNEPプロジェクトへ

の協力・支援

●UNEPプロジェクト

への協力・支援

●「国連グローバル・

コンパクト」、「かわ

さきコンパクト」の推

進

●国連グローバル・

コンパクト」、「か

わさきコンパクト」

の推進

●中国瀋陽市との循環

経済発展協力協定の締

結・協定に基づく取組

の推進

●中国瀋陽市との循

環経済発展協力協定

に基づく取組の推進

　①環境技術移転

　に向けた取組の

　推進

　②友好提携30年

　を契機とした循

　環経済発展の推

　進

●中国瀋陽市との循

環経済発展協力協定

に基づく取組の推進

　①環境技術移転

　に向けた取組の

　推進

●環境技術情報セン

ターの設置・運営

　①産学公民連携ネッ

　トワークを活用した

　情報収集・発信

　②産学公民連携に

　よる環境技術研究・

　開発等の推進

●環境技術情報セン

ターの運営

　①産学公民連携

　ネットワークを

　活用した情報収

　集・発信

　②産学公民連携

　による環境技術

　研究・開発等の

　推進

事業推進

●環境総合研究所の

設備等の設計

●環境総合研究所整

備

●環境総合研究所の

開設・運営

　・川崎の優れた

　環境技術による

　国際貢献の推進

　・環境技術情報

　の収集と発信

　　　　　　　など

●環境総合研究所の

運営

●産学公民連携によ

る環境技術や研究開

発の推進

●「川崎国際環境技術

展」の開催

●「川崎国際環境技

術展」の開催

事業推進

●技術展出展企業等へ

のマッチングフォロー

アップの実施

●技術展出展企業等

へのマッチングフォ

ローアップの実施

●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●「環境産業フォー

ラム」の開催

事業推進

●環境技術・製品等の

データベースの構築及

び情報発信

●市内環境技術・製

品等の情報発信・ビ

ジネス支援

国際環境産業推進事業

環境調和型産業振興事業

地球温暖化対策事業

国連環境計画（ＵＮＥＰ）

連携協調事業

環境総合研究所整備事業

地球温暖化対策推進条例

に基づく取組を進めると

ともに、地球規模での温

室効果ガス削減に貢献す

る。

臨海部立地企業の有する

環境技術を活かし、UNEP

と連携しながら川崎発の
国際貢献施策を推進する。

「川崎国際環境技術展」

を開催し、新たな環境関

連ビジネスの創出やビジ

ネスマッチングを行い、

市内環境関連企業の国際

的事業展開を図る。

フォーラムなどを通じて

環境関連技術の情報交流、

研究、製品開発、販路拡

大を支援し、環境調和

型産業の振興を図る。

殿町３丁目に環境総合研

究所を整備し、環境技術

による国際貢献の推進や
環境技術情報の収集・発

信などに取り組む。



 

 14

４ 市の率先行動推進プロジェクト 

【現状・課題】 
市役所は、民生部門（業務系）では市内最大の排出事業者となっており、市民や事業者に

率先して、省エネルギーなどの地球温暖化対策に取り組んでいく必要がある。特に、市の公

共施設については、多くの人が集い、市の環境配慮の取組のアピール度が高く、市民の省エ

ネルギーへの関心の喚起など、効果的な普及啓発が期待できることから、積極的に地球温暖

化対策を進める必要がある。このため、普及啓発効果の高い太陽光発電などの再生可能エネ

ルギー源の導入とあわせ、エネルギー効率の高い機器の導入や断熱性の向上などにより、庁

舎からの温室効果ガスの削減などを着実に進めていく必要がある。 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
【計画期間の主な取組】 
◇（仮称）産学公民連携研究センターや上作延小学校、百合丘小学校などについて、モデル的に

エネルギー効率の高い施設の整備を行うとともに、公共施設における省エネルギー設備等の導

入のあり方について検討を進め、「（仮称）環境配慮型施設等設計指針」を策定する。 

 

◇LED 照明の効果を検証するとともに、普及啓発に活用するため、モデル事業を実施する。 

 

◇環境に配慮した電力入札の実施など環境配慮契約推進方針に基づく取組を推進するとともに、

環境負荷の少ない製品等を優先的に購入するグリーン購入推進方針に基づく取組を進める。 

 

◇（仮称）産学公民連携研究センターの整備において、環境分野の研究開発拠点にふさわしい環

境技術ショーケースとなる技術として太陽光、太陽熱などの再生可能エネルギー源利用施設の

導入や一部の区役所への太陽光発電設備の導入など、啓発効果の高い公共施設への再生可能エ

ネルギーの導入を進める。 

 

 

太陽光発電設備 

（麻生区役所） 電気自動車 

（市役所導入） 
第 3庁舎エレベーターホール 

LED照明 
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

エコオフィス推進事業 ●エコオフィス計画に
基づく取組の推進

●地球温暖化対策推
進計画（CCかわさき
推進プラン）に基づ

く取組の推進

事業推進

●「(仮称)環境配慮

型施設等設計指針」
の検討

●「(仮称)環境配慮

型施設等設計指針」
の策定

●職員による省エネ

ルギー対策の推進
●川崎駅東口など、公

共公益施設における省
エネルギー機器等の率
先導入の実施

●エネルギー効率の

高い機器の導入や断
熱性能の向上による
公共公益施設におけ

る省エネルギーの取
組のモデル実施

●「(仮称)環境配慮

型施設等設計指針」
に基づく省エネル
ギーの取組の推進

●環境配慮契約推進方
針の策定

●環境に配慮した電
力入札の実施など、
環境配慮契約推進方

針に基づく取組の推
進

●グリーン購入推進方

針に基づく取組の推進

●グリーン購入推進

方針に基づく取組の
推進

●公用車における電気
自動車の導入

●公用車における電
気自動車の導入

●エコオフィス管理シ

ステムの構築

●エコオフィス管理

システムの運営
再生可能エネルギー推進事

業

●公共施設における再

生可能エネルギー利用
設備の導入

●公共施設における

再生可能エネルギー
利用設備の導入

事業推進

殿町3丁目地区中核施設等
整備事業

●（仮称）産学公民連
携研究センターの整備

事業者の募集・決定

●（仮称）産学公民
連携研究センターの

整備

●（仮称）産学公民
連携研究センターの

開設・運営

●（仮称）産学公民
連携研究センターの

運営

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

公共施設に太陽光などの
再生可能エネルギーの導

入を推進する。

（仮称）産学公民連携研

究センターに太陽光、地

中熱などの再生可能エネ
ルギーや省エネルギー設

備を導入するなど、環境

配慮に取り組むとともに、

導入した環境技術の展示

を行う。

市民や民間事業者に率先
して、庁内の環境配慮な

どの取組を推進する。

事業名 計画期間の取組

処理センター整備事業 事業推進

学校教育施設の改築・大規

模改修事業

事業推進

温室効果ガスの削減など、環境負荷の低減に向け、３焼却処理施設体制を構築していく

ため、今後のごみ焼却処理施設の整備に関する基本的な考え方を取りまとめる。

事業概要

上作延小学校や百合丘小学校などにおいて、断熱性の向上など、環境配慮の取組を進め

る。
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第４章 施策課題ごとの事務事業 

Ⅰ 事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進 

現状と課題 
温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素排出量のうち、事業活動に係る転換部門、産業

部門、民生部門（業務系）、工業プロセス部門については本市の二酸化炭素排出量全体の

86.6％を占めている(2008 年度)。二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、ハイドロフル

オロカーボン類及び六ふっ化硫黄は減少しているものの、メタン、一酸化二窒素及びパーフ

ルオロカーボン類は増加している。（表 2-1-2、表 4-1-1 参照） 

こうした中で、エネルギー使用量の削減による二酸化炭素排出量の削減を誘導していくと

ともに、二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量のさらなる削減を促していく必要がある。 

その際は、川崎の特徴である環境技術を活用していくという視点が重要になるとともに、

2010 年 4 月に施行した地球温暖化対策推進条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報

告書制度を活用した大規模事業者の温室効果ガス排出量の削減の取組の促進や中小規模事

業者の温室効果ガス排出量削減に向けた促進策などが必要である。 

 

表 4-1-1 事業活動に係る部門別二酸化炭素排出量の推移 

単位：千トン-ＣＯ２

項   目 1990年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度
2008年度

速報値

転換部門 437.9 414.9 338.7 356.4 336.2 271.3 239.2 216.1 289.8 321.3

産業部門 21615.1 18901.7 21010.9 19260.3 19894.0 18743.0 19562.5 18686.6 19575.2 18184.7

民生部門（業務系） 1146.7 1374.9 1391.5 1581.5 1687.6 1528.4 1510.1 1482.7 2142.7 2046.2

工業プロセス部門 934.5 640.8 746.6 734.3 781.9 784.2 765.0 797.3 777.6 786.8  

基本的方向 
◇ 事業活動に係るエネルギーの効率的な利用を促す。 

◇ 二酸化炭素とともに、他の温室効果ガス排出量の削減を促す。 

◇ 低炭素型のビジネススタイルを構築する。 

◇ 先端的なエネルギー関連施設の立地を契機としてエネルギー分野の産業を創出する。 

◇ 省資源型、省エネルギー型の産業構造を目指す。 

 
基本施策と施策課題 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅰ 事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進 Ⅰ-1 大規模事業者の二酸化炭素排出量の削減 

Ⅰ-3 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の削減 

Ⅰ-4 低炭素型のビジネススタイルの構築 

Ⅰ-5 環境調和型産業の振興・育成 

Ⅰ-2 中小規模事業者の二酸化炭素排出量の削減 

Ⅰ-6 エココンビナート構想の推進 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅰ－１ 大規模事業者の二酸化炭素排出量の削減 

2010 年 4 月に施行した地球温暖化対策推進条例に基づき、事業活動地球温暖化対策計画

書・報告書制度を的確に運用し、新規対象事業者からの計画書及び計画書提出事業者からの

報告書の受付、計画書提出事業者に対する立入調査を実施するなど、大規模事業者の自主的

な温室効果ガス排出量の削減を促す。 

さらに、環境性能の優れた燃焼施設等の導入促進など、地域環境対策とも連携し、相乗効

果を挙げながら取組を推進していく。 

あわせて、エコタウン構想やエココンビナート構想を推進し、環境技術を活用した二酸化

炭素削減の取組を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

二酸化炭素排出量（転換部門、産業部門、民生部

門（業務系）、工業プロセス部門） 
現状  21339 千トン‐CO2（2008 年度速報値） 

 
 
Ⅰ－２ 中小規模事業者の二酸化炭素排出量の削減 

中小規模事業者を対象とした省エネルギー診断の実施により、中小規模事業者の温室効果

ガス排出量の削減を促す。また、省エネルギー機器などの導入について、融資制度や補助制

度などにより支援する。補助及び省エネ診断による対策結果を事例集・パンフレット等にま

とめ、他の事業者の二酸化炭素排出量の削減を促す。 

また、商店街エコ化プロジェクト事業により、商店街街路灯のＬＥＤ化を促す。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に

基づく事業活動地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●事業活動地球温暖

化対策計画書制度の

運用

●事業活動地球温暖

化対策計画書制度の

運用・見直しの検討

事業推進

事業内容・目標
現状事業名

地球温暖化対策事業

地球温暖化対策推進条例に

基づき大規模事業者の自主

的な取組を促す。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進川崎臨海部エココンビナー

トの推進事業

環境調和型まちづくりを推進するため、川崎ゼロ・エミッション工業団地等における資

源循環等の取組を支援する。

川崎臨海部リエゾン推進協議会やNPO法人産業・環境リエゾンセンターと連携して、臨

海部における資源エネルギーの有効活用などを推進する。

大気汚染防止対策事業

環境調和型まちづくり

（エコタウン）推進事業

事業名 事業概要

環境性能の優れた燃焼施設等の導入を促進する。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
事業名 現状

●中小規模事業者向け
省エネ診断・エコ化支

援事業の実施

●中小規模事業者向け
省エネ診断・エコ化支

援事業の実施

●中小規模事業者
向け省エネ診断の

実施

●中小規模事業者

における効果的な
省エネ支援策の検

討

事業推進地球温暖化対策事業

地球温暖化対策推進条例に

基づき中小規模事業者を支

援する。
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Ⅰ－３ 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の削減 
二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、全体に占める割合は低いものの増加傾向にあ

る物質もある。事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を適切に運用し、二酸化炭素以

外の温室効果ガスについても自主的な削減を促す。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量 現状 530.8 千トン‐CO2（2008 年度速報値） 

 
 

Ⅰ－４ 低炭素型のビジネススタイルの構築 
引き続き、国連グローバル・コンパクトを支持するとともに、地域貢献活動を促すかわさ

きコンパクトを推進するために、かわさきコンパクトセミナー・フォーラムを開催する。ま

た、ライフサイクル全体での二酸化炭素を削減する製品等を選定する低ＣＯ2川崎パイロット

ブランドを引き続き選定するとともに、算定手法の厳密性やブランド力向上のための情報発

信の推進など本格実施に向けた課題を改善し、「低ＣＯ2川崎ブランド」として本格実施する。 

また、最終消費者である市民が環境に配慮した製品を市場で選択できるような仕組みの構

築のため、ＣＣ川崎エコ会議等とともに、地域センターなどを通じ市民との協働の取組を進

める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画期間の取組事業名 事業概要

事業推進

事業推進

事業推進間接融資事業 民間金融機関との連携により、市内中小企業等の環境に配慮した設備への投資や取組
などに対する融資を実施する。

商店街課題対応事業 地域グリーンニューディール基金を活用し、「商店街エコ化プロジェクト事業」によ

る商店街街路灯のLED化を促す。（2011年度）

公害防止資金融資事業 中小企業者の公害防止設備等の改善支援のため、資金融資をあっせんするとともに、
支払い利子を補給する。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
現状事業名

●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に
基づく事業活動地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●事業活動地球

温暖化対策計画
書制度の運用

●事業活動地球

温暖化対策計画
書制度の運用・

見直しの検討

事業推進地球温暖化対策事業

地球温暖化対策条例に基づ

き大規模事業者の自主的な

取組を促す。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「低CO2川崎パイ

ロットブランド」の選
定

●「低CO2川崎パ

イロットブラン
ド」の選定

●「低CO2川崎ブ

ランド」の認定
及び普及の推進

事業推進地球温暖化対策事業

低CO2川崎ブランド事業を推

進することで、ライフサイ

クル全体での温室効果ガス
の削減が重要であるという

考え方を広く働きかけてい

く。
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Ⅰ－５ 環境調和型産業の振興・育成 
環境産業フォーラム等の開催を通じて、情報交換・情報発信を進め、事業者間のネットワ

ーク化等を促すとともに、補助制度等の支援メニューを活用し、製品開発、販路拡大等を図

る。また、支援制度を活用し、国際貢献に資する環境、エネルギー分野等の先端産業の創出

と集積を促す。 

 
▽具体的な事業と事業内容・目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅰ－６ エココンビナート構想の推進 
環境調和型まちづくりを推進するために、川崎ゼロエミッション工業団地等における資源

循環等の取組を支援する。また、ＮＰＯ法人産業・環境創造リエゾンセンター等と連携し、

資源循環、未利用エネルギーの有効活用に向けた取組を推進するとともに、川崎臨海部の取

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●川崎市地球温暖化防

止活動推進センターの
指定

●川崎市地球温暖化防

止活動推進員の委嘱の
準備

●川崎市地球温

暖化防止活動推
進センターを核

とした協働の取

組の推進

●川崎市地球温

暖化防止活動推
進員の委嘱、推

進員による温暖

化防止活動の促

進
●CCかわさき交流コー

ナーでの普及啓発活動

の実施

●CCかわさき交

流コーナーでの

普及啓発活動の

実施
●「国連グローバル・

コンパクト」、「かわ

さきコンパクト」の推

進

●国連グローバ

ル・コンパク

ト」、「かわさ

きコンパクト」
の推進

事業推進国連環境計画（ＵＮＥＰ）

連携協調事業

協働による地球環境配慮の

推進

事業推進

地域貢献を促すかわさきコ

ンパクト等を活用し、低炭

素型のビジネススタイルの
構築を促進する。

川崎市地球温暖化防止活動
推進センターなどを活用し、

市民、事業者との協働の取
組を進める。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●アジア・太平洋エコ

ビジネスフォーラムの
開催

●「国連グローバル・

コンパクト」、「かわ

さきコンパクト」の推

進

●アジア・太平

洋エコビジネス
フォーラムの開

催

●国連グローバ

ル・コンパク

ト」、「かわさ

きコンパクト」
の推進

事業推進

●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●環境技術・製品等の

データベースの構築及
び情報発信

●「環境産業

フォーラム」の

開催

●市内環境技

術・製品等の情
報発信・ビジネ

ス支援

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

国連環境計画（ＵＮＥＰ）

連携協調事業

環境調和型産業振興事業

フォーラムなどを通じて環

境関連技術の情報交流、研

究、製品開発、販路拡大を

支援し、環境調和型産業の

振興を図る。

臨海部立地企業の有する環

境技術を活かし、UNEPと連

携しながら川崎発の国際貢

献施策を推進する。

計画期間の取組

事業推進

事業名 事業概要

環境・エネルギー等の先端技術の事業化を支援する先端産業創出支援制度を活

用した先端産業の立地を促進する。

先端産業等立地促進事業
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組を広く国内外に情報発信していく。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●川崎ゼロ・エミッ

ション工業団地を中心
とするエコタウンの情

報発信、エコ学習の実

施

●川崎ゼロ・エ

ミッション工業
団地を中心とす

るエコタウンの

情報発信、エコ

学習の実施

事業推進

事業推進

環境調和型まちづくり（エ

コタウン）推進事業

川崎臨海部エココンビナー

トの推進事業

●産業排熱の民生活用

事業化への支援

●ＮＰＯ法人産業・環
境創造リエゾンセン

ターとの連携によるエ

ネルギー・資源循環の

事業化に向けた検討

●産学公民連携

組織と連携し、

新たな資源・エ
ネルギーの資源

循環・有効利用

に向けた取組の

推進

●川崎臨海部の

取組について国

内外に情報発信

●「京浜臨海部

コンビナート高

度化等検討会

議」の運営

環境調和型まちづくりを推

進するために、川崎ゼロ・

エミッション工業団地等に
おける資源循環等の取組を

支援する。

川崎臨海部リエゾン推進協

議会やＮＰＯ法人産業・環

境創造リエゾンセンターと
連携して、臨海部における

資源エネルギーの有効活用

などを推進する。
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Ⅱ 市民生活における温室効果ガス排出量の削減の推進 

現状と課題 
2008 年度の民生部門（家庭系）からの温室効果ガス排出量は、人口の大幅な増加、１世帯

及び１人当たりの二酸化炭素排出量の増加などにより、1990 年度に比べて 64.0％の増加と

なっている。（表 2-1-2、図 4-2-1 参照） 

一方で、日常生活での地球温暖化防止の意識調査（平成 20 年度第 1 回かわさき市民アン

ケート）では「意識している」が 9 割に近くなっている。 

140 万を超える人口を抱える本市にとって、市民一人ひとりに働きかけていくには、課題

もあるが、市民意識の高揚を図り、市民生活におけるエネルギー使用量の削減行動などを促

していく必要がある。 

 
図 4-2-1 民生部門（家庭系）の二酸化炭素排出量の推移 
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基本的方向 

◇ 温室効果ガス排出量の「見える化」を進め、取組の効果が実感できる仕組みを構築す

る。 

◇ 環境配慮型ライフスタイルを選択できる仕組みを構築する。 

◇ 低ＣＯ2川崎ブランドなど低炭素ものづくりが市場で評価される仕組みを構築する。 

 

基本施策と施策課題 
 
 
 
 
 

Ⅱ 市民生活における温室効果ガス排出量の削減の推進 Ⅱ-1 環境配慮型ライフスタイルの構築 

Ⅱ-2 エネルギー・資源消費の抑制等 

Ⅱ-3 協働した地球温暖化対策の推進 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅱ－１ 環境配慮型ライフスタイルの構築 

市民生活における二酸化炭素排出量の削減に向けて、「今すぐできること」を伝えるため

普及啓発パンフレットの作成や九都県市が共同して行う温暖化防止キャンペーンなどの普

及啓発イベント等を実施する。2011 年 1 月に高津市民館に開設した「ＣＣかわさき交流コー

ナー」を利用した地域における活動支援・普及啓発を行うとともに、市民・事業者・市の協

働した取組を地域センターのノウハウやネットワークを活かし、より効率的かつ効果的に行

う。 

環境に配慮した製品等を選択できるように低ＣＯ2川崎ブランドを推進するとともに、市内

産農産物「かわさきそだち」の普及等を行い地産地消の推進を図ることで、市民が環境に配

慮した製品等を選択できる仕組みづくりを進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▽指標 
指標 目標・現状 

二酸化炭素排出量（民生部門（家庭系）） 現状 1816.6 千トン‐CO2（2008 年度速報値） 

 
Ⅱ－２ エネルギー・資源消費の抑制等 

ミックスペーパーの分別収集の全市実施やプラスチック製容器包装分別収集の南部 3 区

（川崎区、幸区、中原区）実施に係るフォローアップ広報を行うとともに、出前ごみスクー

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●川崎市地球温暖化防

止活動推進センターの

指定

●川崎市地球温暖化防
止活動推進員の委嘱の

準備

●川崎市地球温

暖化防止活動推

進センターを核
とした協働の取

組の推進

●川崎市地球温
暖化防止活動推

進員の委嘱、推

進員による温暖

化防止活動の促

進
●CCかわさき交流コー

ナーでの普及啓発活動

の実施

●CCかわさき交

流コーナーでの

普及啓発活動の

実施
●「低CO2川崎パイ

ロットブランド」の選

定

●「低CO2川崎パ

イロットブラン

ド」の選定

●「低CO2川崎ブ

ランド」の認定

及び普及の推進

事業推進

●「国連グローバル・

コンパクト」、「かわ

さきコンパクト」の推
進

●国連グローバ

ル・コンパク

ト」、「かわさ
きコンパクト」

の推進

事業推進

地球温暖化対策事業

国連環境計画（ＵＮＥＰ）

連携協調事業

事業内容・目標
現状事業名

協働による地球環境配慮の

推進

事業推進

川崎市地球温暖化防止活動

推進センターなどを活用し、

協働による地球温暖化対策
を進める。

市民が環境に配慮した製

品・技術等を選択できるよ

うな取組を進める。

地域貢献を促すかわさきコ

ンパクト等を活用し、低炭

素型のライフススタイルの
構築を促進する。

計画期間の取組

事業推進

事業概要

新鮮・安全・安心な市内産農産物を市民へ安定的に供給するため、生産・出荷

を奨励して地産地消を推進する。

地産地消推進事業

事業名
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ル、ふれあい出張講座を開催しながら、ＣＣかわさき“エコ暮らし”を浸透させ、市民生活

における３Ｒを推進し、資源やエネルギー消費の抑制を進める。また、地域センターや推進

員の活動によりエネルギー消費抑制に向けた普及啓発を進める。また、町内会・自治会が設

置する防犯灯については、長寿命で不点灯防止に有効であり、かつ、地球環境配慮の観点か

ら、二酸化炭素排出量削減効果も期待できるＬＥＤ防犯灯の導入を推進する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ⅱ－３ 協働した地球温暖化対策の推進 

ＣＣかわさき“エコ暮らし”に取り組むとともに、地域センターを核としながら、高津市

民館に開設したＣＣかわさき交流コーナーを活用し、市民、事業者と協働した地球温暖化対

策を進める。推進員の委嘱を行うとともに、推進員による温暖化防止活動を促す。また、Ｃ

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●川崎市地球温暖化防

止活動推進センターの
指定

●川崎市地球温

暖化防止活動推
進センターを核

とした協働の取

組の推進

事業推進

●川崎市地球温暖化防
止活動推進員の委嘱の

準備

●川崎市地球温
暖化防止活動推

進員の委嘱、推

進員による温暖

化防止活動の促

進
●CCかわさき交流コー

ナーの開設

●CCかわさき交

流コーナーでの

普及啓発活動の

実施
●ごみの分け方・出し

方リーフレットの全戸

配布

●ごみの分け

方・出し方リー

フレットの全戸

配布

事業推進

●出前ごみスクール、

ふれあい出張講座の開

催

●出前ごみス

クール、ふれあ

い出張講座の開

催
●ミックスペーパー分

別収集の全市実施に向

けた広報の実施

●ミックスペー

パー分別収集の

全市実施後の

フォローアップ

広報の実施
●プラスチック製容器

包装の分別収集南部３

区（川崎区、幸区、中

原区）実施に向けた広
報の実施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集先行実施

地域でのフォ
ローアップ広報

の実施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集全市実施

に向けた広報の
実施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集全市実施

に係るフォロー
アップ広報の実

施

●空き缶・空き瓶・

ペットボトル・小物金
属・ミックスペー

パー・使用済み乾電池

の分別収集の実施

●空き缶・空き

瓶・ペットボト
ル・小物金属・

ミックスペー

パー・使用済み

乾電池の分別収
集の実施

事業推進

●プラスチック製容器

包装分別収集の南部３
区（川崎区、幸区、中

原区）実施

●プラスチック

製容器包装分別
収集の南部３区

（川崎区、幸

区、中原区）実

施

●プラスチック

製容器包装の分
別収集の全市実

施

事業内容・目標
現状事業名

普及広報活動事業

協働による地球環境配慮の

推進

分別収集事業

ごみの減量やリサイクルを推

進するため、各種普及広報

及び環境教育・学習を通じた

啓発を行う。

川崎市地球温暖化防止活動
推進センターなどを活用し、

エネルギー・資源消費の抑
制等に向けた普及啓発を行

う。

空き缶・空き瓶・ペットボ

トル・ミックスペーパー等

の分別収集を行うほか、プ
ラスチック製容器包装の分

別収集を拡大し、一層の資

源化を推進するとともに、

効率的な収集体制を整備す

る。

計画期間の取組

事業推進防犯対策の一環として、グリーンニューディール基金を活用し、町内会・自治

会等が設置する防犯灯のLED化を進める。（2011年度）

防犯対策事業

事業名 事業概要
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Ｃ川崎エコ会議を通じたネットワーク形成や情報発信を進める。さらに区が主体となり、エ

コロジー活動や地域の自然を活かしたさまざまな活動により、環境を守り、地域の自然と調

和したまちづくりを区民の参加と協働により進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
現状

事業内容・目標
事業名

●川崎市地球温暖化

防止活動推進センター
の指定

●川崎市地球温

暖化防止活動推
進センターを核

とした協働の取

組の推進

事業推進

●川崎市地球温暖化防

止活動推進員の委嘱の

準備

●川崎市地球温

暖化防止活動推

進員の委嘱、推

進員による温暖
化防止活動の促

進

●CCかわさき交流
コーナーの開設

●CCかわさき交
流コーナーでの

普及啓発活動の

実施

協働による地球環境配慮の

推進

川崎市地球温暖化防止活動

推進センターなどを活用し、

協働による地球温暖化対策
を進める。
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－各区の取組について－ 

地域の特性を活かしながら、緑のカーテン、環境配慮の取組の啓発や打ち水など様々な主

体との協働により取組を進める。 

 
▽具体的な事業と事業概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、区の取組は環境教育・環境学習の推進やヒートアイランド対策推進など他の基本施

策・施策課題に位置づけられる事業もあるが、「Ⅱ市民生活における温室効果ガス排出量削

減の取組の推進」の「Ⅱ－3 協働した地球温暖化対策の推進」に集約している。 

 

 

計画期間の取組事業概要

川崎区 事業推進

幸区 事業推進

中原区 事業推進

高津区 事業推進

宮前区 事業推進

多摩区 事業推進

麻生区 事業推進ゴーヤーのカーテンによる区庁舎等のエコ活動の実施、自然エネルギーの活用

促進など、身近なエコ活動の紹介等を通じて、区民のエコ活動に対する関心を
高め、「エコのまち麻生」を推進する。公共空間にある花壇を管理している団

体に花苗、培養土等を提供し、区内の美化環境や地域コミュニティの向上を図

る。

地域緑化推進事業の実施、地域と連携した環境啓発事業の実施など、区内の緑
環境の充実、地球温暖化対策としての二酸化炭素削減に向けた取組を推進す

る。

「地域で、できることからはじめよう」と、区内での打ち水や緑のカーテンの

実施を広く呼びかけ、また日吉合同庁舎の風力発電設備を活用した環境配慮の

取組の啓発等区民の環境意識の啓発、高揚を図る取組を進める。区民協働によ
る区役所前の花植え、公共花壇で緑化活動を行う団体の支援等区民が行う緑化

活動を支援し、花と緑のまちづくりを進める。

区民が環境問題を考える「環境”楽習会”」の開催、区民参加による地球温暖

化防止に向けた区民行動指針の作成など、地域の主体的な環境への取組を進め
る。区民による公共空間の植栽と維持管理など公共空間に花を植え、潤いのあ

るまちづくりを進める。

「エコシティたかつ」推進方針に基づき、地域レベルにおいて多様な主体との

連携により、学校のビオトープを活用した環境学習支援などの各種中期プロ

ジェクトに取り組む。

環境まちづくり事業

緑のカーテン大作戦やイベントでのリユース食器を活用した取組の実施、エコ

に関するイベントの開催など地元商店街や地域活動団体などとの協働により、

CCかわさき関連事業を実施する。

リサイクル現場の見学、緑のカーテン及び区役所庁舎の屋上緑化により、身近

な環境問題や二酸化炭素削減の取組を区民に紹介する啓発事業を進める。地域
の緑化団体等と協働し、区内の緑化を進める。
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Ⅲ 再生可能エネルギー源等の利用 

現状と課題 
太陽光、太陽熱といった再生可能エネルギー源は、特定の地域に偏在しているものではな

く、どこでも利用できることから「地産地消のエネルギー」といった特性を有している。 

市域内では、大型風力発電所やバイオマス発電所が設置され、臨海部を中心として大規模

太陽光発電所の設置が計画されている。 

本市では、2006 年度から住宅用太陽光発電設備設置補助を開始するなど、住宅への太陽光

発電の導入について、一定の成果を挙げているが、市域内への導入拡充に向け、さらなる取

組が必要となっている。特に工場や業務ビルなどではほとんど普及してなく、また住宅につ

いてもマンションなどの共同住宅ではほとんど利用されていない状況にある。 

二酸化炭素をほとんど排出しない再生可能エネルギー源を利用することは、地球温暖化対

策を推進していく上で重要な手段であり、さらなる拡大が求められる。 

 

図 4-3-1 住宅用太陽光発電設備導入推移 
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基本的方向 

◇ 目標：太陽エネルギー（太陽光・熱）利用量を 2020 年度までに 30 倍にする（2005 年

度比）。 

◇ エネルギーの地域全体での有効かつ効率的な利用を促す。 

◇ 再生可能エネルギー源や地域の未利用エネルギー資源の利用を促す。 

◇ 低炭素エネルギー産業との共生を促す。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

Ⅲ 再生可能エネルギー源等の利用 

Ⅲ-2 エネルギーを有効利用する仕組みづくり 

Ⅲ-3 地域特性を踏まえた再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ源等の導入拡大 

Ⅲ-1 ソーラーシティプロジェクトの推進 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅲ－１ ソーラーシティプロジェクトの推進 

川崎大規模太陽光発電所に隣接する環境学習施設「（仮称）かわさきエコ暮らし未来館」

を開設し、再生可能エネルギー源の普及啓発を進める。あわせて、ＣＣかわさきエネルギー

パーク構想を推進し、本市域内に立地しているエネルギー関連施設をネットワーク化し、日

本を代表する環境先進都市として国内外に積極的に発信していく。 

住宅用太陽光発電設備設置補助については、引き続き事業を進め、一般家庭への再生可能

エネルギーの導入を促進する。また、地球温暖化対策推進条例に基づく開発事業地球温暖化

対策計画書制度や、建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川崎）などを通じて、再生可能エネ

ルギー源の利用を促す。さらに、エネルギー変換効率が太陽光発電に比べて高い太陽熱温水

器など他の太陽エネルギー利用機器の普及に向けた取組を進める。 

また、普及啓発の高い公共施設への再生可能エネルギー利用設備の導入を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●川崎大規模太陽光発
電所の整備

●川崎大規模太陽
光発電所の竣工

●「(仮称）かわさき

エコ暮らし未来館」

（愛称：ＣＣかわさき

館）の整備

●「(仮称）かわさ

きエコ暮らし未来

館」（愛称：ＣＣ

かわさき館）の開
設・運営

●「(仮称）かわさ

きエコ暮らし未来

館」（愛称：ＣＣ

かわさき館）の運
営

●CCかわさきエネル

ギーパークの構想の検

討

●CCかわさきエネ

ルギーパークの構

想の推進

●家庭用太陽光発電設

備補助の実施

●家庭用太陽光発

電設備の補助の拡
充

●家庭用太陽光発

電設備の補助の実
施

●太陽熱など、他

の再生可能エネル

ギーの普及に向け

た取組の検討

●太陽熱など、他

の再生可能エネル

ギーの普及に向け

た取組の推進
●公共施設における再

生可能エネルギー利用

設備の導入

●公共施設におけ

る再生可能エネル

ギー利用設備の導

入
●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に

基づく開発事業地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●開発事業地球温

暖化対策計画書制

度等の運用

事業推進

●中小規模事業者向け

省エネ診断・エコ化支

援事業の実施

●中小規模事業者

向け省エネ診断・

エコ化支援事業の

実施

●中小規模事業者

向け省エネ診断の

実施

●中小規模事業者

における効果的な

省エネ支援策の検

討

事業名 現状
事業内容・目標

再生可能エネルギー推進事業 事業推進

地球温暖化対策事業

太陽光などの再生可能エネル

ギーの導入を促進する。

地球温暖化対策推進条例に

基づく取組を進めることで、

再生可能エネルギーの導入

を促進する。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

井田病院改築工事の推進

平和館の管理運営事業

川崎大規模太陽光発電所を整備し、再生可能エネルギーの普及・啓発を行う。浮島地区土地利用推進事業

事業名 事業内容

建築物環境配慮推進事業 「太陽光発電設備」及び「太陽熱利用設備」の利用を促し、自然エネルギーの利用

を推進する。

平成23年度一部開院予定の井田病院新病棟に「太陽光発電設備」及び「水蓄熱槽」
を設置し、地球環境に配慮した施設整備を行う。

地域グリーンニューディール基金を活用し、太陽光発電設備とあわせ、省エネ効果

の高い空調設備に改修を行う。（2011年度）

新エネルギー産業創出事業 関係団体と連携して新エネルギー産業の創出・育成を促進する。
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▽指標 
指標 目標・現状 

太陽エネルギー（太陽光・熱）利用量 
目標 

2020 年度までに 2005 年度比 30 倍とす

る 

現状 
太陽光発電設備容量：3,059ｋＷ ほか

（2005 年度） 

 
Ⅲ－２ エネルギーを有効利用する仕組みづくり 

ＣＣかわさき交流コーナーにおいてエネルギーに関することなど温暖化防止に係る各種

相談・照会等に対応する。また、地球温暖化対策推進条例に基づく開発事業地球温暖化対策

計画書制度や、建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川崎）を通じて、エネルギーの有効利用

を促す。 

次世代エネルギーとして期待される技術の活用に向け、エネルギー利用の効率化をめざし

たスマートシティモデル事業を推進する。 

「（仮称）かわさきエコ暮らし未来館」を開設し、再生可能エネルギーの利用をはじめと

する地球温暖化対策に関する普及啓発に取り組む。 

 
▽具体的な事業と事業内容・目標 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●「(仮称）かわさき

エコ暮らし未来館」
（愛称：ＣＣかわさき

館）の整備

●「(仮称）かわ

さきエコ暮らし
未来館」（愛

称：ＣＣかわさ
き館）の開設・

運営

●「(仮称）かわ

さきエコ暮らし
未来館」（愛

称：ＣＣかわさ
き館）の運営

●スマートシティモデ

ル事業の調査

●スマートシ

ティモデル事業
の推進

●地球温暖化対策推進
条例の制定・同条例に

基づく開発事業地球温
暖化対策計画書制度の

運用

●開発事業地球
温暖化対策計画

書制度の運用

事業推進

●川崎市地球温暖化
防止活動推進センター

の指定

●川崎市地球温
暖化防止活動推

進センターを核
とした協働の取

組の推進

事業推進

●川崎市地球温暖化防

止活動推進員の委嘱の
準備

●川崎市地球温

暖化防止活動推
進員の委嘱、推

進員による温暖
化防止活動の促

進
●CCかわさき交流

コーナーの開設

●CCかわさき交

流コーナーでの
普及啓発活動の

実施

事業内容・目標
現状事業名

事業推進

地球温暖化対策事業

協働による地球環境配慮の推
進

再生可能エネルギー推進事業

川崎市地球温暖化防止活動

推進センターなどを活用し、

エネルギーの有効利用に向

けた普及啓発などを行う。

地球温暖化対策推進条例に

基づく取組を進め、エネル

ギーの有効利用を促進する。

太陽光などの再生可能エネ

ルギーの普及啓発等を進め
るともに、エネルギーの有

効利用に向けた検討を行う。

計画期間の取組

事業推進

事業名

建築物環境配慮推進事業 建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川崎)を運用し、地球環境にやさしい建築

物の普及促進を図る。

事業内容
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Ⅲ－３ 地域特性を踏まえた再生可能エネルギー源等の導入拡大 
グリーン電力証書による庁舎の電力のグリーン化とともに、需要の喚起による再生可能エ

ネルギー源の普及を図る。また、地域グリーンニューディール基金を活用してこども文化セ

ンターの改築にあわせて地中熱利用空調システムを整備する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
   

 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●グリーン電力証書の

購入

●グリーン電力

証書の購入

事業推進

事業内容・目標

エコオフィス推進事業

事業名 現状

計画期間の取組

事業推進こども文化センター運営事業玉川こども文化センターにおいて地域グリーンニューディール基金を活用し、

地中熱利用空調システムを整備する。（2011年度）

事業名 事業内容
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Ⅳ 低炭素都市づくりの推進 

現状と課題 
本市の住宅構造（戸建・共同住宅等）の比較では、全国平均に比べて戸建比率が非常に低

く、共同住宅が多いこと、また、共同住宅の比率が上昇傾向にあることから、そのエネルギ

ー効率は高く、上昇傾向にあるものと思われる。 

本市では、地球温暖化対策推進条例に基づく開発事業地球温暖化対策計画書制度、一定規

模以上の分譲共同住宅について性能表示を義務付けた建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川

崎）や環境影響評価項目（温室効果ガス）、環境配慮項目（地球温暖化及びエネルギー）を

設けている環境影響評価制度により、配慮を推進している。 

建築物の利用に起因する二酸化炭素排出量としては、民生部門（家庭系）、民生部門（業

務系）などが想定されるが、人口増加や床面積の増加により大きく増加しており、エネルギ

ー効率が高い中にあっても、その削減が重要となっており、温室効果ガスの排出抑制に配慮

した事業や建築を推進していく必要がある。 

 
図 4-4-1 住宅構造の比較（戸数ベース） 
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基本的方向 
◇ 低炭素都市づくりを誘導する。 

◇ 面的な利用など、地区単位でエネルギーの有効利用を促す。 

◇ 高いエネルギー効率を有する建築物の新築等を誘導する。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

Ⅳ 低炭素都市づくりの推進 Ⅳ-1 面的な対策の推進 

Ⅳ-2 高いエネルギー効率を有する建築物の誘導 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅳ－１ 面的な対策の推進 

地球温暖化対策推進条例に基づく開発事業地球温暖化対策計画書や川崎市環境影響評価

に関する条例に基づく環境影響評価制度を適切に運用し、面的な対策を促す。また、川崎市

温暖化対策庁内推進本部会議に低炭素都市づくり部会を設置し、本市の低炭素都市づくりの

基本的な考え方や具体的な施策を検討する。さらに、環境配慮のまちづくり誘導制度等の調

査・検討を行い、地域地区計画等の都市計画手法の活用について検討する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Ⅳ－２ 高いエネルギー効率を有する建築物の誘導 

建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川崎）を運用し、地球環境にやさしい建築物の普及促

進を図る。また、川崎市温暖化対策庁内推進本部会議に低炭素都市づくり部会を設置し、本

市の低炭素都市づくりの基本的な考え方や具体的な施策を検討する。 

また、長期優良住宅・住宅性能表示制度の住まい・まちづくりに関する講習会を実施する

など良質な住宅ストック形成のための支援を行う。 

エネルギーの使用の合理化を一層進めるため、省エネ法に基づく事務を適切に運用してい

く。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に

基づく開発事業地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●開発事業地球

温暖化対策計画

書制度の運用

●低炭素都市づ

くり方針の検討

●低炭素都市づ

くり方針の策定

事業推進

●環境影響評価手続の

運用

●戦略的環境アセスメ

ントの導入の可能性の

検討

●環境影響評価

手続の運用

●環境影響評価

に関する条例の

改正の取組

●新たな環境影

響評価制度の運

用開始

事業推進

事業内容・目標
現状事業名

環境影響評価・環境調査事

業

地球温暖化対策事業

環境影響評価項目に温室効

果ガス、環境配慮項目に地

球温暖化及びエネルギーを
設けている環境影響評価制

度を的確に運用する。

地球温暖化対策推進条例に

基づく取組を進めるととも

に、低炭素都市づくり方針

の検討を進める。

事業推進市民の意見や関係権利者の合意を踏まえながら、地区計画や防火地域の指定な

ど、地域地区等の決定・変更等を行う。また、環境配慮のまちづくり誘導制度

等の調査・検討を行う。

地域地区等計画策定・推進

事業

事業名 事業内容

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
現状事業名

●地球温暖化対策推進
条例の制定・同条例に

基づく開発事業地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●開発事業地球
温暖化対策計画

書制度の運用

●低炭素都市づ

くり方針の検討

●低炭素都市づ

くり方針の策定

事業推進地球温暖化対策事業

地球温暖化対策推進条例に

基づく取組を進めるとともに、

低炭素都市づくり方針の検討

を進める。
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計画期間の取組事業内容事業名

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進介護サービスの基盤整備事

業

市の公有地を活用して民設民営により行う特別養護老人ホームの整備に伴い、

地域グリーンニューディール基金を活用し、環境対応設備等の導入補助を行

う。（2011年度）

住宅・マンション支援推進

事業

住宅政策調査等推進事業 住宅基本計画の改定を行うとともに、住宅基本計画に基づき、住宅及び住環境

の整備に関する施策を推進する。

長期優良住宅や住宅性能表示制度等の住まい・まちづくりに関する講習会等を

実施し、良質な住宅ストックの形成のための支援を行う。

建築物環境配慮制度（ＣＡＳＢＥＥ川崎)を運用し、地球環境にやさしい建築
物の普及促進を図る。

建築物環境配慮推進事業
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Ⅴ 循環型社会の形成の推進 

現状と課題 
2008年度の廃棄物部門の二酸化炭素排出量は、1990年度比で13.1％の削減となっている。

内訳をみると、一般廃棄物については二酸化炭素排出量が 1990 年度と同様の排出量となっ

ている。また、本市では、人口が増加している中にあっても一般廃棄物の焼却量は減少して

おり、地球温暖化対策の取組に寄与していると考えられる。（表 2-1-2、図 4-5-1 参照） 

2013 年度の廃棄物分野における温室効果ガス排出量を 35％削減する（2007 年度比）目標

を定めている川崎市一般廃棄物処理基本計画に基づく取組とともに川崎市産業廃棄物処理

指導計画に基づく取組を推進することで、温室効果ガス排出量の削減を図る。 

 

図 4-5-1 廃棄物部門における二酸化炭素排出量の推移 
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◇ 目標※：2013 年度の廃棄物分野における温室効果ガス排出量を 35％削減する（2007

年度比）。 

◇ 市民・事業者・行政による３Ｒを推進する。 

◇ 廃棄物処理に伴う温室効果ガス排出量を削減する。 

※川崎市一般廃棄物処理基本計画に基づく目標数値。なお、一般廃棄物処理基本計画では、収

集運搬や施設の電気使用等に伴う温室効果ガスも含めて算定している。 
 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

 

Ⅴ 循環型社会の形成の推進 Ⅴ-1 市民生活に係る廃棄物の３Rの推進 

Ⅴ-2 事業活動に係る廃棄物の３Rの推進 

Ⅴ-3 収集運搬等における温室効果ガス排出量の削減 

Ⅴ-4 焼却過程等における温室効果ガス排出量の削減 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅴ－１ 市民生活に係る廃棄物の３Ｒの推進 

2011 年 3 月に、プラスチック製容器包装の分別収集を川崎区、幸区、中原区で実施し、2013

年度に全市で展開する。また、ミックスペーパーやプラスチック製容器包装の分別収集の拡

充に係るフォローアップ広報を行うとともに、出前ごみスクール、ふれあい出張講座を引き

続き開催しながら、ＣＣかわさき“エコ暮らし”を浸透させ、市民生活における３Ｒを進め

る。また、小学校から排出される生ごみを飼料化するモデル事業を実施するなど、生ごみの

リサイクルに向けた取組を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
現状事業名

●ごみの分け方・出し

方リーフレットの全戸
配布

●出前ごみスクール、
ふれあい出張講座の開

催

●ミックスペーパー分

別収集の全市実施に向

けた広報の実施

●プラスチック製容器

包装の分別収集南部３

区（川崎区、幸区、中

原区）実施に向けた広
報の実施

●ごみの分け

方・出し方リー
フレットの全戸

配布

●出前ごみス
クール、ふれあ

い出張講座の開

催

●ミックスペー

パー分別収集の

全市実施後の
フォローアップ

広報の実施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集先行実施

地域でのフォ
ローアップ広報

の実施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集全市実施

に向けた広報の
実施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集全市実施

に係るフォロー
アップ広報の実

施

事業推進

●空き缶・空き瓶・

ペットボトル・小物金

属・ミックスペー
パー・使用済み乾電池

の分別収集の実施

●空き缶・空き

瓶・ペットボト

ル・小物金属・
ミックスペー

パー・使用済み

乾電池の分別収

集の実施

事業推進

●プラスチック製容器

包装分別収集の南部

３区（川崎区、幸区、
中原区）実施

●プラスチック

製容器包装分別

収集の南部３区
（川崎区、幸

区、中原区）実

施

●プラスチック

製容器包装の分

別収集の全市実
施

普及広報活動事業

分別収集事業

ごみの減量やリサイクルを推

進するため、各種普及広報及

び環境教育・学習を通じた啓
発を行う。

空き缶・空き瓶・ペットボ

トル・ミックスペーパー等

の分別収集を行うほか、プ
ラスチック製容器包装の分

別収集を拡大し、一層の資

源化を推進するとともに、
効率的な収集体制を整備す

る。
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▽指標 
指標 目標・現状 

ごみ焼却量 目標 2013 年度までに 37 万トン（※） 

現状 420,517 トン（2009 年度） 

上記目標の達成に向けて、次の点に留意するものとする。 
 市民一人一日当たりのごみ排出量 目標 2013 年度までに 1,128ｇ（※） 

現状 1,069ｇ（2009 年度） 

 資源化量・率 
目標 

2015 年度までに 20 万トン（資源化率

35％）（※） 

現状 129,351 トン、23.5％（2009 年度） 

※「川崎市一般廃棄物処理基本計画（かわさきチャレンジ・３Ｒ）」に基づく目標数値 
 
 
Ⅴ－２ 事業活動に係る廃棄物の３Ｒの推進 

事業系一般廃棄物の減量化・リサイクル等の推進に向けて、多量排出事業者等に対する立

ち入りなど、指導を実施する。また、第 5 次産業廃棄物処理指導計画に基づき、事業者の３

Ｒと適正処理等を促す。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 

計画期間の取組事業内容事業名

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

主に北部地域で分別収集された空き缶・ペットボトルのリサイクルを行う。

廃家電の適正なリサイクルの推進及び不法投棄された家電品の再商品化等を実

施する。

登録・許可業者に対する立入検査を実施し、環境負荷の低減に向け、適正な処

理と資源化の指導を行う。

循環型社会の構築と低炭素社会の実現に向けた廃棄物処理事業を推進するた

め、一般廃棄物処理基本計画に基づく取組を推進する。

生ごみコンポスト容器・生

ごみ処理機助成事業

生ごみ等リサイクル推進事

業

家庭などから発生する生ごみの減量化・資源化に向け、普及啓発及び生ごみ処

理機等の購入助成を行う。

生ごみリサイクルプランを推進するなど、一般廃棄物中で大きな割合を占める

生ごみの減量化・資源化を推進する。

市民のリサイクル活動の拠点の提供と学習会等の実施により、ごみ減量・リサ

イクルの意識啓発を推進するとともに、指定管理者制度を活用した、効果的・
効率的な施設運営を行う。

家電リサイクル法関係事業

自動車リサイクル法関係事

業

北部リサイクル推進事業

廃棄物減量指導員活動事業

橘リサイクルコミュニティ

センター等運営事業

資源化処理事業

廃棄物企画調整事務

一般廃棄物処理業許可事務 許可業者への指導、立入等を行う。

地域におけるごみ減量・リサイクルの推進に向けて、廃棄物減量指導員活動の

活性化を進める。

空き缶・空き瓶・ペットボトル・ミックスペーパー・プラスチック製容器包装

などの資源物の適正かつ安定的な処理及び資源化を実施する。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
現状事業名

●多量排出事業者への
立ち入りなど、排出事

業者に対する指導の実

施

●多量排出事業
者への立ち入り

など、排出事業

者に対する指導
の実施

事業推進事業系ごみ減量化推進事業

事業系一般廃棄物の減量

化・リサイクル等の推進に

向けて、排出事業者に対し

指導・立入調査を実施する。
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▽指標 
指標 目標・現状 

産業廃棄物排出量 
目標 

2014 年度における排出量について、

2009 年度の排出量を維持（※） 

現状 2,869 千トン（2009 年度） 

産業廃棄物再生利用率 目標 2014 年度までに約 53％（※） 

現状 50.5％（2009 年度） 

※「第 5次川崎市産業廃棄物処理指導計画」に基づく目標数値 
 
 

Ⅴ－３ 収集運搬等における温室効果ガス排出量の削減 
一般廃棄物の収集運搬等に係る温室効果ガス排出量を削減するため、引き続き、鉄道輸送

を継続するとともに、使用実態に応じた車両の小型化や低公害・低燃費車の活用を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ⅴ－４ 焼却過程等における温室効果ガス排出量の削減 
高効率な熱回収設備を導入する「リサイクルパークあさお」の整備を進める。また、温室

効果ガス排出量の削減など環境負荷を低減するため、焼却ごみ量の削減を進め、３焼却処理

体制とすることをめざし、今後のごみ焼却処理施設の整備に関する基本的な考え方を取りま

とめる。 

引き続きごみ発電を行うなど、ごみの焼却時に発生する熱エネルギーの有効利用を行う。 

 

計画期間の取組事業名 事業内容

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

建設リサイクル法業務

関係法令を遵守させるため、産業廃棄物処理業者への立入検査を行う。

建設工事から発生する建設副産物のリサイクル率の向上を促進するための指導

及び啓発活動を行い、生活環境の保全を図る。

第５次産業廃棄物処理指導計画に基づき、産業廃棄物の３Rと適正処理の推進

及び環境負荷の低減に向け、排出事業者等に指導を行う。

産業廃棄物処理施設設置許

可事務

産業廃棄物処理施設設置等の許可に係る指導等を行い、適正処理の推進を図

る。

産業廃棄物処理業許可事務

産業廃棄物処理許可業者に対する立入検査・指導を行い、許可業者による適正

処理を推進する。

産業廃棄物管理事業

産業廃棄物指導事業

建設リサイクル事業 「建設リサイクル推進計画」に基づくリサイクルを推進する。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●普通ごみの適正かつ
効率的な収集運搬の実

施

●普通ごみの適
正かつ効率的な

収集運搬の実施

●収集車両の小

型車化の推進

事業推進

事業内容・目標
現状事業名

普通ごみ収集事業

作業の効率化の向上や環

境負荷の低減などに向け、

収集車両の小型車化を進
める。

計画期間の取組

事業推進

事業名 事業内容

廃棄物鉄道輸送事業 廃棄物の効率的な処理のため、環境に優しい鉄道を用いて北部の廃棄物を南部

に輸送する。
す
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

市の処理センターでの廃棄物焼却における温

室効果ガス排出量 
現状 164,866 トン‐CO2（2009 年度） 

 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●ごみ焼却処理施設の

工事着手（2007年度）

●ごみ焼却処理

施設の完成

事業推進

●基礎調査等の実施 ●3焼却処理施設

体制構築に向け

た基本的な考え
方の取りまとめ

●基本的な考え

方を踏まえた新
たな焼却処理施

設の基本計画の

検討

●基本的な考え

方を踏まえた新
たな焼却処理施

設の基本計画の

策定

●焼却処理施設

整備に向けた法

令手続き

事業推進

●浮島処理センターの

基幹的整備の実施

●浮島処理セン

ター基幹的整備

●浮島処理セン

ターの基幹的整
備の完了

●3焼却処理施設
体制構築に向け

た処理センター

の大規模整備着

手

●3焼却処理施設
体制構築に向け

た処理センター

の大規模整備

●大規模整備完
了

(2014年度)

事業内容・目標
現状事業名

廃棄物処理施設基幹的整備

事業

リサイクルパークあさお整

備事業

処理センター整備事業

環境負荷の低減に向け、

処理センターの施設・設
備の大規模な整備工事を
実施する。

高効率な熱回収設備を導

入するリサイクルパーク

あさおの整備を進める。

温室効果ガス排出量の削
減など環境負荷の低減に

向け、３焼却処理施設体
制を構築していくため、
今後のごみ焼却処理施設

の整備に関する基本的な

考え方を取りまとめる。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

余熱利用市民施設運営事業

環境マネジメントシステム

管理事業

ごみ焼却施設の環境対策に対する市民の信頼を確保するため、自己適合宣言に

よる環境マネジメントシステムを継続運用し、適正に管理する。

ごみ焼却の余熱の有効利用と、指定管理者制度を活用した、効果的・効率的な

施設運営を行う。

廃棄物処理施設等整備事業 廃棄物処理事業を安定的かつ円滑に進めるため、廃棄物関連施設の補修及び整

備工事を実施する。

事業名 事業内容
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Ⅵ 交通における地球温暖化対策の推進 

現状と課題 
2008 年度の運輸部門の二酸化炭素排出量は、1990 年度比で 6.4％の増加となっている。自

動車の利用に伴う二酸化炭素排出量は、運輸部門の排出量の 69.3％を占めているほか、2008

年度の自家用自動車の利用に伴う排出量については、1990 年度比で 42.8％の増加となって

いる。（表 2-1-2、図 4-6-1 参照） 

運輸部門の二酸化炭素排出量は 2000 年度以降減少傾向にあるものの、その削減は重要で

あることから、具体的な対策を講じていくことが求められる。 

 

図 4-6-1 運輸部門の二酸化炭素排出量の推移 
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基本的方向 

◇ 環境や人にやさしい交通ネットワークを構築する。 

◇ 公共交通機関に依拠した交通ネットワークを構築する。 

◇ 自動車から発生する温室効果ガス排出量の削減を推進する。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 交通における地球温暖化対策の推進 Ⅵ-1 環境にやさしい交通ネットワークの構築 

Ⅵ-3 自動車単体対策の推進 

Ⅵ-2 公共交通機関の利便性の向上 

Ⅵ-4 自転車等の通行空間の確保 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅵ－１ 環境にやさしい交通ネットワークの構築 

交通環境の変化等を踏まえ、将来における交通需要や総合的な交通体系に関する課題等の

把握・検討を行い、総合都市交通計画の策定に向けた取組を進める。また、幹線道路の交通

円滑化の向上を図るため、効率的・効果的な幹線道路の整備を進める。また、事業者の自主

的な取組を促進するため、交通環境配慮行動メニューの普及促進に取り組むとともに、関係

機関等と連携を図り、環境ロードプライシングの拡充方法などの検討を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
（１）広域公共交通機関の整備による取組 

環境負荷の低減や高齢化社会への対応などに配慮した都市交通体系の計画を策定する。 

 
 
 
 

（２）交通幹線網の整備による取組 
効率的・効果的な幹線道路の整備を進め、交通円滑化の向上を図る。 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●総合都市交通計画の
検討

●総合都市交通計
画の検討

●総合都市交通計
画の検討・策定

●総合都市交通計
画に基づく交通施

策の推進

事業推進総合的な交通体系調査事業

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
現状

事業内容・目標
事業名

●大師ジャンクション

（横浜方向出入口）部

分開通（2008年度）

●殿町～大師ジャンク

ション間開通（2010年

度）
●国道409号（大師

ジャンクション～国道

15号間）の街路先行整

備等の促進

●Ⅱ期計画の早期具体

化に向けた取組の推進

●Ⅰ期事業の整備

促進

●Ⅱ期計画の早期

具体化に向けた取

組の推進

事業推進

●国道・県道の道路改

良事業の推進

●国道・県道の道

路改良事業の推進

事業推進

●都市計画道路整備 ●都市計画道路整

備事業推進の推進

事業推進

●段階的整備区間（小

島新田駅から東門前駅

間）の事業推進

●段階的整備区間以降

の整備に向けた取組の

推進

●段階的整備区間

（東門前駅～小島

新田駅間）の事業

推進

●鈴木町駅～東門

前駅間の整備に向

けた取組の推進

●第２期事業区間

(別線区間)におけ

る関連事業等との

調整

事業推進

●連続立体交差事業事

業推進の事業実施に向

けた調査・検討及びJR

や国、横浜市など関係

機関との調整

●JRや国、横浜市

など関係機関との

調整(合意形成に向

けた取組)

●事業実施に向け

た調査・検討(構

造、工法の比較検
討)

●事業実施に向け

た調査・検討(事業

採算性等の検討)

事業推進

京浜急行大師線連続立体交

差事業

川崎縦貫道路の整備

道路改良事業（国県道）

ＪＲ南武線連続立体交差事

業

街路整備事業

計画期間の取組

事業推進

事業推進道路整備プログラムの適切な進行管理を行うとともに、今後の道路整備の円滑な推

進とあわせて計画的な管理の手法等について検討を進める。

本市の幹線道路のあり方の検討を進めるとともに、国道409号（国道15号～国道1

号）を含む川崎駅周辺の交通円滑化整備の検討を推進する。

広域道路対策事業調査

道路計画調査事業

事業名 事業内容
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（３）地域環境対策の推進による取組 
事業者の自主的取組の促進や、交通需要管理による取組を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（４）その他の取組 
 
 
 
 
 
 

 
Ⅵ－２ 公共交通機関の利便性の向上 

拠点駅のバス停留所に運行状況等がわかるバスロケーションシステムの表示機導入補助

を行い、利用しやすい駅周辺の交通環境の整備を進める。また、川崎駅、小杉駅、新百合ヶ

丘駅周辺において、広域拠点の形成を進めるとともに、新川崎・鹿島田駅、溝口駅、宮前平・

鷺沼駅、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺において個性ある利便性の高い拠点形成を進める。バリア

フリーに対応したノンステップバスの導入を促進するなど、誰もが利用しやすい移動手段の

確保を図る。こうした取組を進めることで、公共交通機関の利便性の向上に取り組む。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
（１）広域拠点の形成による取組 

駅前周辺等の整備などを進め、公共交通機関の利便性の向上に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●交通環境配慮行動メ

ニューの普及拡大

●環境ロードプライシ

ングの拡充に向けた検

討

●交通環境配慮行

動メニューの普及
拡大

●環境ロードプラ

イシングの拡充に

向けた検討

●自動車公害防止

計画の見直しの検

討

●交通環境配慮行

動メニューの普及
拡大、新たなメ

ニューの検討

●自動車公害防止

計画の見直しの実

施

●交通環境配慮行

動メニューの改定

事業推進交通需要管理推進事業

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「川崎駅周辺総合整
備計画」に基づく取組

の推進

●「川崎駅周辺
総合整備計画」

に基づく取組の

推進
●「川崎駅周辺

総合整備計画」

の改訂に向けた
周辺開発動向等

の調査

●「川崎駅周辺

総合整備計画」

の改訂に向けた
検討

●「川崎駅周辺

総合整備計画」

の改訂

事業推進川崎駅周辺総合整備事業

計画期間の取組事業内容事業名

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進総合都市交通計画における臨海部全体の交通ネットワークの検討を踏まえ、交通ア

クセス向上を図るため、京急大師線とバスの乗継ぎ円滑化方策等の調査、検討を進
める。

臨海部交通アクセス円滑化

調査事業

交差点改良事業 交差点のコンパクト化、生活道路のカラー化等交差点改良により安全性の向上及び

移動の円滑化を図る。

道路改良事業（市道） 地域の特性に応じた歩車道の拡幅・電線類の地中化などを行い、安全で快適な地域

の交通環境を確保する。

駐車場整備計画業務 駐車場法及び条例に基づく駐車場設置に係る協議・指導を行い、適正な規模等の誘
導を図る。
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（２）地域生活拠点の整備による取組 
駅前周辺等の整備などを進め、公共交通機関の利便性の向上に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●ミューザ川崎と堀川

町C地区連結ペデスト

リアンデッキ予備設計

●中幸町歩行者専用道

路等用地取得に向けた

調整

●ミューザ川崎

と堀川町C地区連

結ペデストリア

ンデッキ設計

●中幸町歩行者

専用道路等用地

取得

●工事着手

●中幸町歩行者

専用道路等整

備・完成

●整備

●大宮町緑地整

備

事業推進

●整備構想の策定事業

推進

●民間開発の誘導・支

援

●整備方針の検

討

●民間開発の誘

導・支援

●整備方針の策

定

事業推進

●概略設計

●関係機関との協議・

調整

●新たな改札口

とあわせた北口

自由通路の詳細

設計

●用地取得

●自由通路部の

工事着手

●整備

事業推進

川崎駅西口地区住宅市街地

総合整備事業

ＪＲ川崎駅北口自由通路等

整備事業

京急川崎駅周辺地区整備事

業

計画期間の取組

事業推進小杉駅周辺交通機能整備事

業

隣接都市拠点との連絡性と、小杉駅周辺地区の広域的な都市機能の向上などを

図るＪＲ横須賀線・武蔵小杉駅を整備する。

事業名 事業内容

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
事業名 現状

●再開発事業の推進

●権利変換

●施設建築物の

工事着手

●公共施設の工

事着手

●整備促進

●整備促進

●完成(2014年

度)

●用地取得

●ペデストリアンデッ

キの整備完成

●駐輪場の詳細

設計

●南口広場の詳

細設計

●駐輪場の工事

着手

●南口広場整備

に向けた関係機

関との協議、調

整

●駐輪場の完成

●南口広場の整

備着手

事業推進

●都市計画道路周辺な

ど整備効果の高い箇所

の重点的な整備

●整備効果の高

い箇所の重点的

な整備

事業推進

●早期の工事概

成に向けた新た

な取組の推進

●小泉橋架替に

向けた調整

●工事着手 ●完成

●向ヶ丘遊園駅連絡

通路の実施設計

●向ヶ丘遊園駅

連絡通路の工事

着手

●整備 ●完成(2014度 )

鹿島田駅周辺地区整備事業

溝口駅南口広場整備事業

登戸地区土地区画整理事業

向ヶ丘遊園駅連絡通路等整

備事業

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業名 事業内容

地域の意向を踏まえ、駅前にふさわしい土地利用、商店街の活性化等を図り、

快適で安全な魅力あるまちづくりを推進する。

商業・業務機能、都市型住宅機能の導入と研究開発機能の拡充をめざし、民間

開発を適切に誘導するとともに、都市基盤整備を進め、拠点形成を推進する。

新川崎地区整備事業

柿生駅周辺地区再開発等事

業
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（３）広域公共交通機関網の整備による取組 
環境負荷の低減や高齢化社会への対応などに配慮した都市交通体系の計画策定などに取

り組む。 

 
 
 
 
 
 
 

（４）その他の取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

公共交通機関利用者数（市営バス） 現状 45,621,656 人（2009 年度） 

バリアフリー導入施設数 
現状 

民営鉄道駅舎エレベーター等設置補助

数：エレベーター67 基、エスカレータ

ー14 基（2009 年度） 

 

 

Ⅵ－３ 自動車単体対策の推進 
電気自動車の普及に向け、引き続き、本体及び倍速充電スタンドへの導入助成を実施する。

エコ運搬制度の運用等によるエコドライブの促進を図るなど、燃料使用量の削減による二酸

化炭素排出量の削減を促す。大型のハイブリッド車などの低公害車普及に向け、事業者等へ

の支援を行う。地球温暖化対策への取組に貢献するため、市バスに環境に配慮した低公害型

バスを計画的に導入する。 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●総合都市交通計画の

検討

●総合都市交通

計画の検討

●総合都市交通

計画の検討・策

定

●総合都市交通

計画に基づく交

通施策の推進

事業推進総合的な交通体系調査事業

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業名 事業内容

首都圏の鉄道ネットワークのあり方を踏まえて、鉄道利用者の利便性向上をめ

ざし、鉄道事業者による輸送力増強への取組を促進する。

民鉄複々線化等鉄道輸送力

の向上促進

都市交通計画関連事業 新規に整備する鉄軌道系公共機関の建設及び交通基盤強化のため、鉄道整備事

業基金の積立を行う。

計画期間の取組事業名 事業内容

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

バリアフリーや環境に配慮

した市バス車両の整備

利用しやすい交通環境整備の一環として、拠点駅のバスターミナルを中心にバ

スロケーションシステム導入補助を行い、公共交通機関の利便性の向上などの

取組を促進する。

環境に配慮した低公害型バス市バス車両の導入など市バス車両を人と環境にや

さしい車両に更新・導入する。

需要に応じたバス運行の改善を図るため、路線再編等を検討・実施する。

民営バス事業者のノンステップバスの導入を促進し、高齢者や障害者など誰も

が利用しやすい移動手段の確保を図る。

駅へのアクセス性を向上し、鉄道による地域分断の改善や利用者の安全性・利

便性の向上を図る。

民営ノンステップバス導入

促進事業

南武線駅アクセス向上等整

備事業

全路線でサービスを行っている市バスナビの充実を図る。

公共交通の移動円滑化の促

進

市バスナビの充実

民営鉄道事業者が市内の駅舎にエレベーター等を設置する費用の一部を助成

し、高齢者や障害者をはじめとするすべての人が利用しやすい駅舎の整備を支

援する。

運輸安全マネジメントの推

進

民営鉄道駅舎エレベーター

等設置事業

市バス路線・ダイヤの充実

運輸安全マネジメントに基づき、輸送の安全性の向上に向けた取組を実施す

る。
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

低公害・低燃費車の普及台数 目標 低公害・低燃費車の導入を促進すること 

現状 

市内の電気自動車導入台数：24 台（2009

年度） 

市内のハイブリッド車登録台数：4,303

台（2008 年度末） 
 
 

Ⅵ－４ 自転車等の通行空間の確保 
誰もが安心して快適に歩ける歩行空間の確保や自転車通行帯の整備等に必要な取組を推

進する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

自転車道総延長 現状 自転車道：12,612ｍ（2010 年 4 月） 

 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●電気自動車導入助成

制度の創設・実施

●倍速充電スタンド導

入助成制度の創設

●エコ運搬制度の創

設・運用

●エコドライブの普及

促進

●電気自動車導

入助成の実施

●倍速充電スタ

ンド導入助成の

実施

●エコ運搬制度

の運用

●エコドライブ

の普及促進

事業推進

●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に
基づく事業活動地球温

暖化対策計画書制度の

運用

●事業活動地球

温暖化対策計画
書制度の運用

●事業活動地球

温暖化対策計画
書制度の運用・

見直しの検討

事業推進地球温暖化対策事業

事業名 現状
事業内容・目標

低公害車普及促進事業

電気自動車などの購入に
対する助成制度などによ

り、低公害車の普及促進
に取り組む。

地球温暖化対策推進条例に

基づく大規模事業者の自主
的な取組を促す。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業名 事業内容

ディーゼル車対策事業

バリアフリーや環境に配慮
した市バス車両の整備

環境に配慮した低公害型バス市バス車両の導入など市バス車両を人と環境にや
さしい車両に更新・導入する。

自動車からの窒素酸化物等の削減に向け、低公害車などへの代替を進める事業

者支援や運行規制による車両の監視等を行う。

計画期間の取組事業名 事業内容

事業推進

事業推進

自転車通行環境整備事業 自転車の通行環境を先行整備と計画的な整備の両面から実施し、安心して通行

できる道路空間を形成する。

歩道設置事業 歩行者と自転車交通の分離や段差解消を図ることで歩行者が安全で安心して移

動できる歩道空間を創出する。
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Ⅶ 地球環境に係る環境教育・環境学習の推進 

現状と課題 
地球温暖化の問題については、事業活動や市民生活を通じて起こる環境への負荷に起因し

ていることから、各主体の役割に応じて、削減を進めていくことが重要であり、地球環境に

対する責任と役割について理解と認識を深め、具体的な行動につなげ、環境に配慮したライ

フスタイルを構築していくことが求められる。このため、市民一人ひとりに環境配慮の意識

を定着させる環境教育・環境学習の取組を推進する必要がある。 

こうしたことから本市では、川崎市環境教育・学習基本方針に基づく取組を進めてきた。 

 

表 4-7-1 2008 年度における環境教育・環境学習の実施状況 

事業の例
（1） 講座・講習会（募集型） エコ学習、エコドライブ講習会等 12
（2） 講座・講習会（講師派遣型） エコ・クッキング、下水道出張講座等 4
（3） 普及啓発・イベントの開催 水辺の楽校、緑のカーテン大作戦等 15
（1） 学校等における環境教育・学

習機会の充実
子ども体験教室、浄水場施設見学等 5

（2） 学習教材の作成 環境副読本、幼児環境教育プログラム等 6
（1） 人材育成支援 地域環境リーダー育成講座等 4
（2） 活動資金等支援 住宅用太陽光発電設備設置補助金等 4
（3） 活動拠点・啓発施設の運営等 生活環境学習室等 4

4 地球温暖化対策推進協議会 3

1 一般市民・事業者等への
学習機会の提供

環境教育・学習の分類

2 学校等教育機関での環境
教育・学習の充実

一般市民活動支援3

その他

事業数

 

 
基本的方向 

◇ 事業者、市民に、地球環境に配慮した考え方や行動の定着を促す。 

◇ 環境学習活動等を率先して行う人材を育成する。 

◇ 環境問題の科学的な理解を促す。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

 

Ⅶ 地球環境に係る環境教育・環境学習の推進 Ⅶ-1 環境教育・環境学習の推進 

Ⅶ-3 環境教育・環境学習拠点の充実 

Ⅶ-2 人材育成の推進 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅶ－１ 環境教育・環境学習の推進 

環境に配慮した行動をとることができる人間の形成をめざし、環境教育・学習の基本的な

考え方とともに、市としての環境教育・学習の目標を示した環境教育・学習基本方針に基づ

き取組を進める。研究所の研究成果を活用した環境セミナー、オープンラボ等の体験型環境

教育や教材の作成などの事業を行う。「（仮称）かわさきエコ暮らし未来館」を開設し、再生

可能エネルギーの利用をはじめとする地球温暖化対策に関する普及啓発に取り組む。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

環境関連施設利用者数（環境学習センター等入

館者数） 現状 

生活環境学習室：3,706 人、橘リサイク

ルコミュニティセンター学習室：103 人

（2009 年度） 

環境教育・環境学習に関する講座・講習会開催

状況 
現状 

出前ごみスクール：78 回 ほか（2009

年度） 

 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●川崎市地球温暖化防

止活動推進センターの

指定

●川崎市地球温暖化防
止活動推進員の委嘱の

準備

●川崎市地球温

暖化防止活動推

進センターを核
とした協働の取

組の推進

●川崎市地球温
暖化防止活動推

進員の委嘱、推
進員による温暖

化防止活動の促
進

●CCかわさき交流コー

ナーでの普及啓発活動
の実施

●CCかわさき交

流コーナーでの
普及啓発活動の

実施
●「(仮称）かわさき

エコ暮らし未来館」
（愛称：ＣＣかわさき

館）の整備

●「(仮称）かわ

さきエコ暮らし
未来館」（愛

称：ＣＣかわさ
き館）の開設・

運営

●「(仮称）かわ

さきエコ暮らし
未来館」（愛

称：ＣＣかわさ
き館）の運営

事業推進再生可能エネルギー推進事業

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

協働による地球環境配慮の推

進

川崎市地球温暖化防止活

動推進センターを活用し、

環境教育・環境学習を推

進する。

再生可能エネルギーをは

じめとする地球温暖化対
策の普及啓発に取り組む。

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

広報広聴事業 上下水道事業における環境保全の取組などを情報提供することなどにより市民

の上下水道事業への理解を促す。

市民・事業者に環境配慮の考え方・行動が定着することをめざし､教材プログ

ラム､人材育成､情報発信を充実する。

多摩川エコミュージアムプラ
ン推進事業

多摩川シンポジウム事業、環境学習、環境教育の推進事業など、多摩川プラン
に基づく取組を推進する。

水辺の楽校協議会支援事業 多摩川の持つさまざまな資源を小中学生を中心に体験的に学習する事業を行
う。

事業名 事業内容

環境教育推進事業

公害研究所環境学習事業 研究所の研究成果を活かした環境教育・学習を推進するとともに、市民等の環

境保全活動等への支援を行う。
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Ⅶ－２ 人材育成の推進  
地域の中で自発的に環境問題への取組が促進されるよう地域環境リーダーを育成すると

ともに、環境に関する情報の発信などを通して市民団体等の活動を促進し、各主体間の連携

強化を図る。引き続き、環境に配慮した活動を実践する市民・事業者等に謝意を示すととも

に、環境配慮の行動が全市的に広がることを目的に表彰を行う。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

環境学習活動や環境保全活動等の人材育成講

座の終了生数 
目標 

2010 年度から 2020 年度までに延べ 800

人 

現状 
地域環境リーダー育成講座終了生：226

人 ほか（2009 年度） 

 

Ⅶ－３ 環境教育・環境学習拠点の充実 
地域センターや環境総合研究所の整備など、環境教育・環境学習を推進する拠点を充実さ

せる。あわせて、区役所等の地域における拠点と連携した取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●川崎市地球温暖化防

止活動推進センターの

指定

●川崎市地球温暖化防

止活動推進員の委嘱の
準備

●川崎市地球温

暖化防止活動推

進センターを核
とした協働の取

組の推進

●川崎市地球温

暖化防止活動推
進員の委嘱、推

進員による温暖

化防止活動の促

進

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

協働による地球環境配慮の

推進

川崎市地球温暖化防止活

動推進センターを活用し、

川崎市地球温暖化防止活
動推進員の研修を実施す

る。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

市民・事業者に環境配慮の考え方・行動が定着することをめざし､教材プログ

ラム､人材育成､情報発信を充実する。

環境功労者表彰事業 環境に配慮した活動を実践する市民・事業者等に謝意を示すとともに、環境配

慮の行動が全市的に広がることを目的に表彰を行う。

事業名 事業内容

環境教育推進事業
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
現状

事業内容・目標
事業名

●川崎市地球温暖化

防止活動推進センター

の指定

●川崎市地球温暖化

防止活動推進セン

ターを核とした協働

の取組の推進

事業推進

●「(仮称）かわさき

エコ暮らし未来館」

（愛称：ＣＣかわさき

館）の整備

●「(仮称）かわさ

きエコ暮らし未来

館」（愛称：ＣＣか

わさき館）の開

設・運営

●「(仮称）かわさ

きエコ暮らし未来

館」（愛称：ＣＣか

わさき館）の運営

事業推進

●環境総合研究所の設

備等の設計

●環境総合研究所整

備

●環境総合研究所の

開設・運営

　・多様な主体と

　連携した環境教

　育・学習の実施

　　　　　　など

●産学公民連携によ

る環境技術や研究開

発の推進

●環境総合研究所の

運営

事業推進

再生可能エネルギー推進事

業

環境総合研究所整備事業

協働による地球環境配慮の

推進

川崎市地球温暖化防止活

動推進センターを活用し、

環境教育・環境学習を進

める。

殿町３丁目に環境総合研

究所を整備し、環境教

育・学習などに取り組む。

再生可能エネルギー等の

普及啓発施設を整備する。
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Ⅷ 緑の保全及び緑化の推進 

現状と課題 
本市では、市域の多くが市街化区域となっており、土地利用転換により、樹林地や農地は

減少傾向となっている。 

一方で、緑の保全や緑化の推進は、二酸化炭素吸収源の観点から期待されるとともに、ヒ

ートアイランド対策の一環として、緑地の確保や水辺環境を保全していくことが重要である。 

こうした中で、本市では、緑地や農地保全などにより、公園緑地や緑化などの緑のインフ

ラとして 1,620ha（2006 年度）保全・創出するとともに、屋上緑化や緑の活動団体への助成

を行ってきた。また、多摩川を最大限に活用するため多摩川プランを策定し様々な施策を展

開している。 

 

図 4-8-1 保全されている樹林地の面積 

0
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特別緑地保全地区 緑の保全地域 緑地保全協定 ふれあいの森 保存樹林

 

基本的方向 
◇ 目標※：2017 年度までに行政が主体的に取り組む緑のインフラの保全と創出として約

1820ha を目指す。 

◇ 樹林地等における緑の保全と育成を進める。 

◇ 公共空間や都市拠点における緑化を進めるとともに、民有地の緑化を促す。 

※川崎市緑の基本計画における目標数値 
 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

 

Ⅷ 緑の保全及び緑化の推進 Ⅷ-1 緑の保全と育成 

Ⅷ-3 公園緑地の整備 

Ⅷ-2 緑化の推進 

Ⅷ-4 水辺空間の利用 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅷ－１ 緑の保全と育成 

特別緑地保全地区、緑の保全地域及び緑地保全協定地等の緑地保全制度について、地権者

に理解と協力をいただきながら、それぞれ地区指定等を行い、保全に向けた取組を進める。

本市に残された緑の保全と育成のため、計画的に特別緑地保全地区における用地取得を進め

るとともに、公有化された緑地の整備を進める。市街化区域内農地の良好な保全を実施する

ため、生産緑地地区の指定・変更等を行う。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
（１）緑地の保全による取組 

さまざまな制度を活用して、緑地の保全に向けた取組を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）都市農地の多面的な機能の活用等による取組 
都市農地について、良好な保全に向けた取組を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
現状

事業内容・目標
事業名

●「農業振興地域整備

事業推進計画」に基づ
く農用地区域の適正管

理

●「農業振興地

域整備計画」に
基づく農用地区

域の適正管理

●「農業振興地

域整備計画」に
基づく農用地区

域の適正管理及

び計画の定期変

更

●「農業振興地

域整備計画」に
基づく農用地区

域の適正管理

事業推進

●農業振興地域の活性

化の推進

●農業振興地域

の活性化の推進

●里地里山用地の取得 ●里地里山用地

の整備・管理、

里地里山用地の

活用、里地里山
等利活用実践活

動による人材育

成

●里地里山用地

の整備・管理、

里地里山等利活

用実践活動によ
る人材育成

事業推進

農業振興地域整備計画管理

事業

農業公園・交流促進型地域

農業活性化事業

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
事業名 現状

●特別緑地保全地区の

指定

●緑の保全地域の指定

●緑地保全協定の締結

●ふれあいの森の保存

契約の締結

●計画的な特別緑地保

全地区の用地取得

●特別緑地保全地区の

整備

●特別緑地保全

地区の指定拡大

●緑の保全地域

の指定拡大

●緑地保全協定

の締結推進

●ふれあいの森

の契約の締結推

進

●計画的な特別

緑地保全地区の

用地取得
●特別緑地保全

地区の整備実施

事業推進緑地保全事業

計画期間の取組

事業推進保全施策の講じられた樹林地等について、植生の管理及び安全の観点も含め

て、市民協働により適切に維持管理を行う。

保全緑地管理事業

事業名 事業内容
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▽指標 
指標 目標・現状 

施策による緑地の保全面積（法・条例等により

保存されている面積） 
目標 2017 年度までに 272ha（※） 

現状 211ha（2009 年度） 

施策による農地の保全面積（農業振興地域内農

用地、生産緑地地区内農用地等） 
目標 2017 年度までに 416ha（※） 

現状 407ha（2009 年度） 

※「川崎市緑の基本計画」に基づく目標数値 
 
 
Ⅷ－２ 緑化の推進 

屋上・壁面緑化などによる公共施設緑化の推進、事業所緑化の促進、民有地における助成

制度による支援などの緑化誘導のほか、緑化施設整備計画認定制度や緑地協定などを活用し、

豊かなまちづくりに取り組む。市民 100 万本植樹運動による「緑のミリオン・ムーブメント」

をスローガンにさまざまな緑化施策を進める。また、新たな緑化推進重点地区において、行

政によるリーディング事業を実施するとともに、重点地区計画策定候補地においては、区役

所等関係部局との連携のもと、市民・事業者との協働により計画を策定する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
緑化推進重点地区の整備や多様な主体との協働による緑の創出等の取組を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「宮前平・鷺沼駅周

辺地区」、「登戸・
向ヶ丘遊園駅周辺地

区」の緑化推進重点地

区計画策定
●「溝口駅周辺地区」

におけるリーディング

事業の実施

●リーディング

事業の実施

●「新川崎・鹿

島田駅周辺地

区」において新
たな緑化推進重

点地区計画の策

定

事業推進緑化推進重点地区整備事業

計画期間の取組事業名 事業内容

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

市開設型市民農園の維持管理(7農園）を行うことで、農地の保全を行う。

高度な農業技術の導入促進や市民・農業者に対する啓発活動などを実施し、環

境保全型農業を推進する。

市民農体験推進事業

所管財産を適正に管理し、故障・破損箇所を計画的に修繕・整備し、施設の安

全性を確保する。

自然環境対策事業 森林の保護に関する事務などを行う。

環境保全型農業推進事業

都市農地保全･活用事業 災害時における市民の一時避難場所の確保や遊休農地解消等を進め、都市農地

の保全等を進める。

農地整備等一般管理

生産緑地地区指定推進事業 市街化区域内農地の良好な保全を実施するため、生産緑地地区の指定・変更等

を行う。
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▽指標 
指標 目標・現状 

緑化地面積（公共施設等の緑化地創出面積） 目標 2017 年度までに 358ha（※） 

現状 356ha（2009 年度） 

※「川崎市緑の基本計画」に基づく目標数値 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「緑のカーテン大作

戦」の展開

●公共施設緑化の推進

●地域緑化推進地区の

認定

●市民の緑化活

動に対する支援
の実施

●公共施設緑化

の推進

●地域緑化推進

地区認定制度の

普及啓発による

市民の緑化活動

促進

●緑化施設整備

計画認定制度、

緑地協定の活用

に向けた普及啓

発

事業推進

●「市民10万本植樹」

事業の推進、市民、事

業者主体の森づくりと

して、毎年約1万本、

2009年度までに5万本
超の植樹

●2010年度からは市

制100周年までに100

万本の植樹をめざし

て、地域の緑化運動を
促進

●市民、事業

者、行政のパー

トナーシップに

よる、市民１０

０万本植樹運動
の推進

●植樹イベント

の開催

●公共施設緑

化、市民活動支
援等を通した植

樹の促進

●2024年度まで

に100万本植樹を

達成

事業推進

●「臨海のもりづく

り」共同アピールの実
施

●基本構想の策定

●緑化推進計画（地区
別）の策定に向けたパ

イロットエリアの先行

整備の実施

●緑化推進計画（地区

別）の検討

●緑化推進計画

（地区別）の策
定に向けたモデ

ル事業の実施

●緑化推進計画
（地区別）の策

定

●緑化推進計画
に基づく臨海部

の公園緑地・街

路樹、公共施設

等の緑の環境整

備実施

●効果的な事業

所緑化等の誘導

及び支援

事業推進

市民緑化運動の推進

臨海部緑の環境整備事業

市民との協働による緑化推

進事業

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

都市緑地法に基づく緑化地域制度などの導入の検討を進め、緑豊かな街なみ形

成をめざす。

川崎臨海部のアメニティ向上を推進するとともに、市内大規模工場における効
果的な緑地整備を推進する。

川崎臨海部等アメニティ推
進事業

事業名

緑化地域制度導入事業

創出された事業所等の緑化地の喪失を防ぐため、みどりの事業所推進協議会と

連携を図りながら、緑化を促進する。

財団法人川崎市公園緑地協会と連携しながら、緑に関わる人材育成を図るとと

もに、緑の活動団体等の交流及び活性化を進める。

緑豊かなうるおいのある安全なまちづくりをめざし、街路樹の植栽を進める。

事業内容

街路緑化整備事業

緑化啓発事業

事業所緑化推進事業

市営住宅等ストック活用事

業

市営住宅の建替えに伴い、公園・緑地等の整備を進める。

浮島地区土地利用推進事業 恒久的土地利用に向けた基本計画の策定において、緑地等の検討を行う。
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Ⅷ－３ 公園緑地の整備 
富士見周辺地区整備実施計画等に基づく都心における総合公園にふさわしい富士見公園

の再生に向けた取組や、等々力緑地再編整備実施計画に基づき、水と緑の自然環境のもと、

スポーツ・レクリエーションの拠点施設等として整備の推進を図る。また生田緑地ビジョン

に基づき、緑地の魅力や利用価値の向上を図るため、中央広場や緑地の外郭をつなぐ周遊散

策路及びばら苑周辺などの整備を行うとともに、計画的な用地取得を行う。菅生緑地につい

て、平瀬川の源流域の水源林保全と尻手黒川道路からのアプローチ改善を視野に入れながら、

主に西地区について、市民との協働による整備を図るとともに、計画的な用地取得を行う。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
地域特性を活かした、特色ある公園緑地の整備などに取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名

事業内容・目標
現状

●富士見周辺地区整備

基本計画の策定

●富士見地区整備基本

計画に基づく整備の考

え方（改訂版）の策定

●富士見周辺地区整備

実施計画の策定

●富士見周辺地

区整備実施計画
に基づく取組の

推進

●富士見公園の

都市計画の変更

事業推進

●富士見周辺地区整備

実施計画策定

●富士見周辺地

区整備実施計画
に基づく公園の

整備推進

事業推進

●富士見公園長方形競

技場基本設計

●富士見公園長

方形競技場整備
実施設計

●富士見公園長

方形競技場の工
事着手

●富士見公園長

方形競技場の整
備

●富士見公園長

方形競技場の完
成(2014年度)

●支援ホーム跡

地の実施設計及

び整備工事

●計画的な緑地内の用
地取得

●計画的な緑地
内の用地取得

事業推進

●中央広場整備 ●中央広場整備

完成

●周遊散策路(初山地

区)整備工事

●周遊散策路、

広場（初山地
区）整備実施

●周遊散策路、

広場（初山地
区）整備完成

●ばら苑周辺整

備実施

●生田緑地ビジョン策

定

●生田緑地ビ

ジョンに基づく

取組の推進

事業推進

●東口ビジターセン
ター基本設計・実施設

計

●東口ビジター
センター整備・

完成

●東口ビジター
センターを活用

した事業実施

●西口サテライト基本

設計・実施設計

●西口サテライ

ト整備･完成

●西口サテライ

トの運用

●西口園路の整備の検
討

●西口園路の整
備の検討

●西口園路の設
計

●西口園路の整
備着手

●等々力緑地再編整備

方針、等々力緑地再編

整備基本構想の策定

●等々力緑地再

編整備実施計画

に基づく取組の
推進

事業推進

●等々力緑地の

基本設計

●等々力緑地再

編整備基本計
画・実施計画の

策定

●等々力陸上競

技場の基本設
計・実施設計・

工事着手

●等々力陸上競

技場の整備

●等々力陸上競

技場の第1期整備
完成(2014年度)

●等々力球場の

整備計画の策定

●等々力球場の

基本設計

生田緑地整備事業

生田緑地調整事業

等々力緑地調整事業

富士見周辺地区整備の推進

及び調整

富士見公園整備事業
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▽指標 
指標 目標・現状 

公園緑地面積（都市公園等（※※）の整備面積） 目標 2017 年度までに 769ha（※） 

現状 716ha（2009 年度） 

※「川崎市緑の基本計画」に基づく目標数値 
※※都市公園等：都市公園、臨海公園（港湾緑地）、臨海部における緑地 
 
 

Ⅷ－４ 水辺空間の利用 
平瀬川支川について、基本計画に基づき引き続き事業を推進し、河川改修により治水の安

全度を高めるとともに多自然川づくりにより都市環境の向上を図る。準用河川及び普通河川

についても改修により治水の安全度を高めるとともに雨水浸透機能の保全・回復・推進によ

る河川環境の再生を進める。また、市民団体等と連携しながら、多摩川における豊かな河川

空間の創出をめざす「多摩川プラン」の推進に取り組む。 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
事業名 現状

●生田緑地の横断的管

理運営体制の構築に向
けた調整・検討

●生田緑地の横

断的管理運営体
制の構築に向け

た指定管理者制

度の導入の検討

●協働のプラッ
トフォーム構築

に向けた生田緑

地マネジメント

会議準備会の設

置・運営

●生田緑地の横

断的管理運営体
制の構築に向け

た指定管理者制

度の導入の準備

●生田緑地以外
の大規模公園緑

地におけるパー

クマネジメント

導入の検討

●指定管理者に

よる生田緑地の
横断的管理運営

の推進

●協働のプラッ
トフォーム構築

に向けた生田緑

地マネジメント

会議の設置・運

営

事業推進大規模公園緑地の効果的・

効率的な管理運営の推進

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

早野聖地公園整備事業

リフレッシュパーク整備事

業

事業名

等々力緑地整備事業

墓所を市民に供給するとともに、憩いの場、安らぎの場として快適な環境の創

造を図る。

港湾緑地の適正な維持管理を行い、良好な港湾環境の形成を図るとともに、港

湾緑地の防災機能の維持を図る。

港湾緑地維持整備事業

緑ヶ丘霊園整備事業

良質で低廉な墓所を整備するとともに、自然環境を活かした自然生態保全観察
型公園としての整備を進める。

1971年以前に開設され、老朽化した近隣・地区公園を市民参画により整備計画

を策定し、新たな公園に再生する。

小杉地区の街づくりを踏まえながら、スポーツ・レクリエーションの拠点及び
災害時の広域避難場所としての整備を行う。

菅生緑地整備事業

事業内容

里山の自然環境に親しめる宮前区市民健康の森として、市民との協働により整

備を進める。

大小公園整備事業 地域の集い・憩いの場となる街区公園や景観に資する都市緑地等の整備を行

い、うるおいのある空間の創出を図る。

都市計画法、総合調整条例や緑の条例に基づき、帰属公園等や自主管理の緑化

地整備の事業者協議・指導を行う。

開発事業に関する調査指導

業務
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
（１）治水・雨水対策の推進による取組 

治水の安全度を高めるとともに環境に配慮した「多自然川づくり」により都市環境の向上

を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）多摩川の魅力を活かす総合的な取組 

多摩川における豊かな河川空間の創出をめざす「多摩川プラン」の推進などに取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
事業名 現状

●平瀬川支川の河川改

修の推進

●平瀬川支川の

河川改修の推進

事業推進

●矢上川河川改修詳細

設計

●麻生川魚道設置、河

床整備の推進

●矢上川河川改

修工事着手

●麻生川魚道設

置、河床整備

●矢上川河川改

修の事業推進推

進

●麻生川魚道設

置、河床整備完

成

事業推進

河川改修事業

準用河川等改修事業

計画期間の取組

事業推進渋川沿川環境改善推進事業

事業名 事業内容

賑わいとうるおいのあるまちづくりに向けて、元住吉駅周辺における渋川の整

備を推進する。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●市内３つの水辺の楽
校の設立

●市内３つの水辺の楽
校の設立

●市内３つの水
辺の楽校間の交

流事業の実施

●流域の他都市
の水辺の楽校等

との連携

事業推進

●多摩川プラン推進会

議の運営

多摩川プラン推

進会議の運営

事業推進

水辺の楽校協議会支援事業

多摩川プラン推進事業

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

多摩川シンポジウム事業、環境学習、環境教育の推進事業など、多摩川プラン

を推進する。

事業内容

多摩川緑地維持管理事業 運動施設・駐車場・トイレ等の整備や維持管理の充実を図り、利用環境の一層

の向上に取り組む。

多摩川エコミュージアムプ

ラン推進事業

多摩川における並木の復活

事業

国の治水事業や民間開発事業等と連携しながら、多摩川沿いに桜や松等の植樹

事業を展開する。

事業名
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Ⅸ ヒートアイランド対策の推進 

現状と課題 
過去 20 年の本市の夏季（7 月～9 月）最高気温（9 か所の観測地点の平均値）の平均の経

年変化では、0.04℃/年程度上昇している。また、過去 20 年の年間平均気温の経年変化では、

0.03℃/年程度上昇している。また、真夏日、熱帯夜の変化を見ると大きく増加し、猛暑日

についても増加傾向にある。さらに、日中と早朝の気温分布をみると、地域により発生状況

は異なるが、一部では、日中にヒートアイランド現象が発生している。 

 

図 4-9-1 年間平均気温（5 年移動平均） 
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図 4-9-2 川崎市の夏季の気温（日最高気温）（5 年移動平均） 
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基本的方向 

◇ ヒートアイランド現象を緩和し、市民の快適な生活の確保を目指す。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

Ⅸ ヒートアイランド対策の推進 Ⅸ-１ 緑・水の確保 

Ⅸ-2 排熱の抑制 

Ⅸ-3 地表面被覆の改善 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅸ－１ 緑・水の確保 

特別緑地保全地区、緑の保全地域及び緑地保全協定地等の緑地保全制度について、それぞ

れ地区指定等を行い、保全に向けた取組を進めるとともに、計画的に特別緑地保全地区にお

ける用地取得を進め、公有化された緑地の整備を進める。富士見周辺地区整備実施計画等に

基づく取組の推進や等々力緑地再編整備実施計画に基づく整備の推進を図るなど、地域特性

を活かした特色ある公園緑地の整備を進める。平瀬川支川について、基本計画に基づき引き

続き事業を推進し、河川改修により治水の安全度を高めるとともに多自然川づくりにより親

しみのある水辺空間の確保や環境に配慮した護岸等の改修事業を推進する。準用河川及び普

通河川についても改修により治水の安全度を高めるとともに都市環境の向上を図る。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 

   
 
 
 

緑地、河川等の維持により都市内のクールスポットを確保する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヒートアイランド対策は様々な施策があるため、再掲事業については、事務事業名のみを

記載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名

河川改修事業 準用河川等改修事業 水処理センター・ポンプ場

施設の整備・再構築事業

緑地保全事業

保全緑地管理事業 富士見周辺地区整備の推進

及び調整

富士見公園整備事業 生田緑地整備事業

生田緑地調整事業 等々力緑地整備事業 等々力緑地調整事業 菅生緑地整備事業

大規模公園緑地の効果的・

効率的な管理運営の推進

リフレッシュパーク整備事

業

協働による身近な公園緑地

等の育成

公園緑地維持管理事業

街路樹等維持管理事業 公園利用活性化事業 緑のボランティアセンター

運営事業

農業公園・交流促進型地域

農業活性化事業

都市農地保全･活用事業 市民農体験推進事業 農業振興地域整備計画管理

事業

港湾緑地維持整備事業

多摩川エコミュージアムプ

ラン推進事業

多摩川プラン推進事業 渋川沿川環境改善推進事業

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

事業内容・目標
事業名 現状

●「ヒートアイランド

対策推進計画」策定
●ヒートアイランド技

術の調査・効果検証

●啓発活動の実施

●地球温暖化対

策推進計画（CC
かわさき推進プ

ラン）に基づく

取組の推進

●打ち水等の啓

発活動の実施

事業推進ヒートアイランド対策推進

事業

ヒートアイランド現象を

緩和するため、都市排熱

の抑制に向けた関連事業
を推進する。

計画期間の取組事業名 事業内容

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進水路整備事業 水路の環境整備を図り、水辺とも一体的な空間を創出し、水と緑のネットワー

クの形成に努める。

緑ヶ丘霊園維持管理事業 墓参者及び来園者の安全と利便性向上のため、適切な運営及び維持管理を行う

とともに、管理運営体制の見直しを検討する。また、墓地使用にかかる受益者

負担については他都市の状況等を踏まえながら適正化を図る。

早野聖地公園維持管理事業 墓参者及び来園者の安全と利便性向上のため、適切な運営及び維持管理を行

う。また、墓地使用にかかる受益者負担については他都市の状況等を踏まえな

がら適正化を図る。

生田緑地維持管理事業 本市に残された貴重な緑である生田緑地の良好な環境を保つとともに、市民が
快適に利用できるよう予防保全型の維持管理を図る。

生田緑地内ばら苑維持管理

事業

市民ボランティアと協働して、苑内のバラを良好な状態に育成し、広く市民に

開放する。

河川維持補修事業 河川のしゅんせつ、除草などの維持管理や水門などの河川施設の保守点検・補

修により、水害の防止や環境の保全を図る。

等々力緑地維持管理事業 スポーツ・レクリエーションの場として活用を図るとともに、川崎フロンター

レへの支援策と連携した維持管理を進める。
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Ⅸ－２ 排熱の抑制 
事業活動地球温暖化対策計画書制度の適切な運用による大規模事業者の自主的な温室効

果ガス排出量の削減の促進や中小規模事業者を対象とした省エネルギー診断などによる中

小規模事業者の温室効果ガス排出量の削減の促進などによりオフィスや工場からの排熱の

低減に取り組む。また、事業者による交通環境配慮行動の促進などにより自動車からの排熱

の低減に取り組む。あわせて、再生可能エネルギー源の導入を促進することで、都市活動で

発生する人工排熱を低減することで余分な熱の発生を抑えていく。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅸ－３ 地表面被覆の改善 

屋上・壁面緑化などによる公共施設緑化の推進、事業所緑化の促進、民有地における助成

制度による支援などの緑化誘導のほか、緑化施設整備計画認定制度や緑地協定の活用に向け

た普及啓発活動を実施する。また、臨海部の緑化推進計画（地区別）を策定し、総合的な緑

の環境整備に取り組む。緑化推進重点地区計画策定候補地において、市民・事業者との協働

により計画を策定し、行政によるリーディング事業を実施する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名

水処理センター・ポンプ場

施設の整備・再構築事業

緑化推進重点地区整備事業 市民との協働による緑化推

進事業

市民緑化運動の推進

緑化地域制度導入事業 臨海部緑の環境整備事業

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「ヒートアイランド

対策推進計画」策定
●ヒートアイランド技

術の調査・効果検証

●啓発活動の実施

●地球温暖化対

策推進計画（CC
かわさき推進プ

ラン）に基づく

取組の推進

●打ち水等の啓

発活動の実施

事業推進ヒートアイランド対策推進

事業

ヒートアイランド現象を

緩和するため、都市排熱

の抑制に向けた関連事業
を推進する。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「ヒートアイランド

対策推進計画」策定
●ヒートアイランド技

術の調査・効果検証

●啓発活動の実施

●地球温暖化対

策推進計画（CC
かわさき推進プ

ラン）に基づく

取組の推進

●打ち水等の啓

発活動の実施

事業推進ヒートアイランド対策推進

事業

ヒートアイランド現象を

緩和するため、都市排熱

の抑制に向けた関連事業
を推進する。

事業名

公共交通の移動円滑化の促

進

こども文化センター運営事業 地球温暖化対策事業 再生可能エネルギー推進事業

低公害車普及促進事業 交通需要管理推進事業 大気汚染防止対策事業 総合的な交通体系調査
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Ⅹ 環境技術による国際貢献の推進 

現状と課題 
本市は、これまで京浜工業地帯の中核として、日本の高度経済成長を支えてきたが、この

過程で生じた環境問題に対して、各主体がそれぞれ様々な努力を重ねてきた結果、優れた環

境技術やノウハウが培われ、それらが蓄積されてきている。 

地球全体での環境問題が深刻化する中、こうした川崎の特徴や強みを活かし、優れた環境

技術・製品や環境問題に取り組んだ経験・ノウハウの海外移転を促進することで、世界をリ

ードする環境技術先進都市として地球全体の環境問題の解決に取り組んでいく必要がある。 

また、本市では、市内に蓄積された環境技術・製品について、地球全体の温室効果ガスの

削減を推進する視点を踏まえ、ライフサイクル全体での二酸化炭素を削減する製品等を選定

する低ＣＯ2川崎パイロットブランドを試行実施している。 

 

基本的方向 
◇ 国際的な環境活動や環境技術の移転を通じ、地球全体での温室効果ガス削減に貢献す

る。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

 

Ⅹ 環境技術による国際貢献の推進 Ⅹ-1 地球全体での温室効果ガスの削減 

Ⅹ-2 国際的な環境保全活動への支援・連携 

Ⅹ-3 環境技術の海外移転の促進 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅹ－１ 地球全体での温室効果ガスの削減 

本市の特徴・強みである環境技術を活かした地球温暖化対策の推進に向けて、ライフサイ

クル全体での二酸化炭素の削減に寄与する製品・技術・サービスを普及促進するため、「低

ＣＯ2川崎ブランド」を認定する。低ＣＯ2川崎ブランドの推進や、地球温暖化対策推進条例

に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を活用した大規模事業者の温室効果ガ

ス排出量の削減の取組の促進・中小規模事業者の温室効果ガス排出量削減に向けた促進策を

展開することなどにより市内の温室効果ガス排出量を削減するとともに、本市に培われてい

る優れた環境技術・製品を活用し、地球全体での温室効果ガス削減に貢献していく。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 

  
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

低ＣＯ2 川崎ブランドの普及・促進 
現状 

10 件（2010 年度）（低ＣＯ2 川崎パイロ

ットブランド） 

 

Ⅹ－２ 国際的な環境保全活動への支援・連携 
環境技術の分野において高いポテンシャルを有する川崎の取組を広く内外に向けて紹介

し、環境技術や施策の情報提供を通じた国際貢献を行うため、ＵＮＥＰプロジェクトへの協

力・支援を行う。さまざまな主体が環境に配慮した自主的な諸活動によって持続可能な地域

社会づくりの貢献する運動である「国連グローバル・コンパクト」を引き続き支持し推進す

る。また、中国瀋陽市との循環経済発展協力協定に基づく取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「低CO2川崎パイ
ロットブランド」の選

定

●地球温暖化対策推進

条例の制定・同条例に

基づく事業活動地球温
暖化対策計画書制度の

運用

●「低CO2川崎パ
イロットブラン

ド」の選定

●事業活動地球

温暖化対策計画

書制度の運用

●「低CO2川崎ブ
ランド」の認定

及び普及の推進

●事業活動地球

温暖化対策計画

書制度の運用・
見直しの検討

事業推進地球温暖化対策事業

低CO2川崎ブランド事業

などを推進することで地

球全体での温室効果ガス

の削減に貢献する。
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▽具体的な事業と事業内容・目標 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

海外からの環境技術視察・研修の受入 目標 現状より増やすこと 

現状 1,143 人（2009 年度） 

 
 
Ⅹ－３ 環境技術の海外移転の促進 

川崎国際環境技術展やＵＮＥＰと連携したエコビジネスフォーラム等を通じ、技術交流・

人材育成や、環境技術の海外移転を促す。中国瀋陽市との循環経済発展協力協定に基づき、

友好提携 30 周年を契機としながら、環境技術の移転などに向けた取組を進める。川崎国際

環境技術展を開催し、環境技術を情報発信するとともに、海外への環境技術の移転の取組を

強化し、国際貢献と市内産業の活性化を図る。アジア起業家村構想を推進することにより、

アジアからベンチャー企業を誘致育成し、市内企業との人的・技術的交流を促進することで、

環境技術の海外移転を進め、国際社会への貢献に取り組む。 

 

 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●UNEPプロジェクトへ

の協力・支援

●「国連グローバル・

コンパクト」、「かわ

さきコンパクト」の推
進

●UNEPプロジェ

クトへの協力・
支援

●国連グローバ

ル・コンパク

ト」、「かわさ
きコンパクト」

の推進

事業推進

●中国瀋陽市との循環

経済発展協力協定の締

結・協定に基づく取組
の推進

●中国瀋陽市と

の循環経済発展

協力協定に基づ
く取組の推進

　①環境技術移

　転に向けた取

　組の推進

　②友好提携30
　年を契機とし

　た循環経済発

　展の推進

●中国瀋陽市と

の循環経済発展

協力協定に基づ
く取組の推進

　①環境技術移

　転に向けた取

　組の推進

●オーストラリア・ク
イーンズランド州にお

ける「省水型・環境調

和型水循環プロジェク

ト」への協力

●国、自治体、民間企

業との連携、情報共有

などの推進

●水分野における専門

家派遣等による国際貢

献の推進

●オーストラリ
ア・クイーンズ

ランド州におけ

る「省水型・環

境調和型水循環

プロジェクト」
への協力

●国、自治体、

民間企業との連

携、情報共有な

どの推進
●水分野におけ

る専門家派遣等

による国際貢献

の推進

事業推進国際関係事業

国連環境計画（ＵＮＥＰ）

連携協調事業

臨海部立地企業の有する

環境技術を活かし、UNEP

と連携しながら川崎発の

国際貢献施策を推進する。

水環境の改善など、水に

かかる世界的な問題の解

決に向けて、自治体とし
て貢献するため、上・
工・下水道事業において

ビジネス的な視点を含め

た国際展開を推進する。



 

 61

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●「国連グローバル・

コンパクト」、「かわ

さきコンパクト」の推
進

●国連グローバ

ル・コンパク

ト」、「かわさ
きコンパクト」

の推進

事業推進

●「川崎国際環境技術
展」の開催

●技術展出展企業等へ

のマッチングフォロー
アップの実施

●「川崎国際環
境技術展」の開

催

●技術展出展企

業等へのマッチ
ングフォロー

アップの実施

事業推進

●アジア起業家村

（THINK内）での取組
の推進

　①起業家・企業の集

　積

　②入居企業に対する

　支援の実施
　③THINKでの入居者

　支援とあわせた支援

　機関相互の連携の

　促進

●上海市浦東新区など

との環境技術交流事業

の実施

●国際環境技術展を通

じた環境技術移転の促

進

●アジア起業家

村（THINK内）で
の取組の推進

　①起業家・企

　業の集積

　②入居企業に

　対する支援の
　実施

　③THINKでの入

　居者支援とあ

　わせた支援機

　関相互の連携

　の促進

●上海市浦東新

区などとの環境

技術交流事業の

実施

●展示会を通じ

た環境技術移転

の促進

●環境総合研究

所と連携した行

政・環境産業交

流の促進

事業推進

●オーストラリア・ク

イーンズランド州にお

ける「省水型・環境調

和型水循環プロジェク

ト」への協力

●国、自治体、民間企

業との連携、情報共有

などの推進

●水分野における専門

家派遣等による国際貢

献の推進

●オーストラリ

ア・クイーンズ

ランド州におけ

る「省水型・環

境調和型水循環
プロジェクト」

への協力

●国、自治体、

民間企業との連

携、情報共有な

どの推進
●水分野におけ

る専門家派遣等

による国際貢献

の推進

事業推進

アジア起業家誘致交流促進

事業

事業名 現状
事業内容・目標

国際環境産業推進事業

国際関係事業

国連環境計画（ＵＮＥＰ）

連携協調事業

「川崎国際環境技術展」

を開催し、新たな環境関

連ビジネスの創出やビジ
ネスマッチングを行い、

市内環境関連企業の国際

的事業展開を図る。

アジアからベンチャー企

業等を誘致・育成すると

ともに、市内企業との人

的・技術的交流を推進す

ることにより、市内産業

の活性化を図る。

水環境の改善など、水に

かかる世界的な問題の解

決に向けて、自治体とし
て貢献するため、上・

工・下水道事業において

ビジネス的な視点を含め

た国際展開を推進する。

臨海部立地企業の有する

環境技術を活かし、UNEP

と連携しながら川崎発の
国際貢献施策を推進する。

計画期間の取組

事業推進市内企業のアジア・海外への販路の開拓などビジネスの国際化を支援し、国際

競争力強化をめざすとともに、環境技術・製品等の海外への移転を促進する。

海外販路開拓事業

事業名 事業内容
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Ⅺ 環境技術の研究開発等の推進 

現状と課題 
本市は、これまで京浜工業地帯の中核として、日本の高度経済成長を支えてきたが、この

過程で生じた環境問題に対して、各主体がそれぞれ様々な努力を重ねてきた結果、優れた環

境技術やノウハウが培われ、それらが蓄積されてきている。 

こうした環境技術に係る情報について、収集・分析・体系化を行い、積極的に発信してい

くことが求められている。 

また、環境問題を解決していくためには現状に関する実践的な調査研究が不可欠であり、

その結果を施策・事業にフィードバッグし、計画的・科学的に環境施策を推進する必要があ

る。これらの成果を国際社会に発信し、地球全体の環境問題への貢献を図る拠点として殿町

3 丁目地区に環境総合研究所を整備する計画を進めている。 

 

基本的方向 
◇ 川崎のフィールドを活かした環境技術研究開発を推進する。 

◇ 体系的な環境技術情報を発信する。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

Ⅺ 環境技術の研究開発等の推進 Ⅺ-1 環境技術の研究開発・科学的環境施策の推進 

Ⅺ-2 環境技術情報の収集・発信 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅺ－１ 環境技術の研究開発・科学的環境施策の推進 

環境施策を計画的・科学的に推進するため、殿町 3 丁目に整備する（仮称）産学公民連携

研究センターに環境総合研究所を開設し、公害研究所、公害監視センター、環境技術情報セ

ンターの機能を統合する。研究所では、国立環境研究所や大学などの外部研究機関、優れた

環境技術を有する企業等と連携しながら、環境技術による国際貢献をはじめ、環境に関する

総合的な研究を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●環境技術情報セン

ターの設置・運営

　①産学公民連携ネッ

　トワークを活用した
　情報収集・発信

　②産学公民連携に

　よる環境技術研究・

　開発等の推進

●環境技術情報

センターの運営

　①産学公民連

　携ネットワー
　クを活用した

　情報収集・発

　信

　②産学公民連

　携による環境

　技術研究・開
　発等の推進

事業推進

●環境総合研究所の

設備等の設計

●環境総合研究

所整備

●環境総合研究

所の開設・運営

　①低炭素まち
　づくりなど都

　市と産業の共

　生に向けた研

　究

　②川崎の優れ

　た環境技術に
　よる国際貢献

　の推進

　③環境技術情

　報の収集と発

　信

　④環境改善と
　環境汚染の未

　然防止のため

　の監視・調査

　・研究

　⑤多様な主体

　と連携した環

　境教育・学習
　の実施

●産学公民連携

による環境技術

や研究開発の推

進

●環境総合研究

所の運営

●（仮称）産学公民連
携研究センターの整備

事業者の募集・決定

●（仮称）産学
公民連携研究セ

ンターの整備

●第3段階の立地

誘導の推進

●立地企業等の

誘導による拠点

形成の推進

●（仮称）産学
公民連携研究セ

ンターの開設・

運営

●（仮称）産学
公民連携研究セ

ンターの運営

事業推進殿町3丁目地区中核施設等
整備事業

環境総合研究所整備事業

事業名 現状
事業内容・目標

「殿町３丁目地区先行土

地利用エリア土地利用基

本計画」に基づき、環

境・ライフサイエンス分

野の産業集積や、先導的

な研究機関等が集積した

研究開発拠点の形成を進

める。

殿町３丁目に環境総合研

究所を整備し、低炭素ま

ちづくりなど都市と産業
の共生に向けた研究、環

境技術による国際貢献の

推進、環境技術情報の収

集・発信、環境改善と環

境汚染の未然防止のため
の監視・調査・研究、環

境教育・学習に取り組む。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業概要

下水道技術開発事業 下水道技術を効率的かつ効果的に推進するための課題解決に向け、高度処理、

地球温暖化対策などについて既存施設を最大限活用した技術開発を進める。

公害調査研究事業 大気・水・都市環境等に関する環境保全・改善に向けた調査研究を行うととも
に、その成果を環境施策へ反映し、計画的・科学的な環境施策を推進する。

事業名
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Ⅺ－２ 環境技術情報の収集・発信 
本市の特徴・強みを活かした環境対策の推進や環境技術による国際貢献に向け、市内に蓄

積された環境技術情報や共同研究の成果などについて、収集・分析・体系化を行い、積極的

に情報発信していく。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●環境技術情報セン

ターの設置・運営
　①産学公民連携ネッ

　トワークを活用した

　情報収集・発信

　②産学公民連携に
　よる環境技術研究・

　開発等の推進

●環境技術情報

センターの運営
　①産学公民連

　携ネットワー

　クを活用した

　情報収集・発
　信

　②産学公民連

　携による環境

　技術研究・開
　発等の推進

事業推進

●環境総合研究所の

設備等の設計

●環境総合研究

所整備

●環境総合研究

所の開設・運営
　・環境技術情

　報の収集と発

　信

　　　　　など
●産学公民連携

による環境技術

や研究開発の推

進

●環境総合研究

所の運営

●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●「環境産業

フォーラム」の

開催

●環境技術・製品等の
データベースの構築及

び情報発信

●市内環境技
術・製品等の情

報発信・ビジネ

ス支援

環境総合研究所整備事業

事業推進環境調和型産業振興事業

フォーラムなどを通じて

環境関連技術の情報交流、

研究、製品開発、販路拡
大を支援し、環境調和型

産業の振興を図る。

殿町３丁目に環境総合研
究所を整備し、低炭素ま

ちづくりなど都市と産業
の共生に向けた研究、環

境技術による国際貢献の

推進、環境技術情報の収

集・発信、環境改善と環

境汚染の未然防止のため
の監視・調査・研究、環

境教育・学習に取り組む。
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Ⅻ 市役所の率先取組の推進 

現状と課題 
市役所は、1998 年にエコオフィス計画を策定し、これまで必要な見直しを行ってきた。第

３次エコオフィス計画では、「2010年度の温室効果ガス排出量を 2006年度比で 6％削減する」

ことを削減目標にしているが、2009 年度の対象事業の排出量は、1.4％増加している。 

市役所では、これまでも着実な取組を進めてきたが、民生部門（業務系）では市内最大規

模の排出事業者であることから、事業者、市民に率先して温室効果ガス排出量の削減に取り

組む必要がある。特に市の公共施設については、多くの人が集い、市の環境配慮の取組のア

ピール度が高く、市民の省エネルギーへの関心の喚起など、効果的な普及啓発が期待できる

ことから、積極的に地球温暖化対策を行っていく必要がある。 

 

表 4-12-1 要因別温室効果ガス排出量の推移 

項目 廃棄物焼却 下水処理 笑気ガス 市立学校等
エコオフィス

対象
計

2006年度 143,461 91,295 930 17,436 109,138 362,259
2007年度 156,275 95,917 167 17,386 197,192 376,938
2008年度 178,608 80,814 150 18,462 112,745 390,778
2009年度 164,866 78,840 57 21,603 110,646 376,012

2006年度比
削減率

14.9% -13.6% -93.9% 23.9% 1.4% 3.8%

単位：トン-CO2

 
 

基本的方向 
◇ 目標：2020 年度までに市の事業活動に伴う温室効果ガス排出量を 2 割以上削減する

（2008 年度比）。 

 市民や事業者に率先して次の取組を推進する。 

◇ エネルギー使用量の削減を進める。 

◇ 再生可能エネルギー源の優先的な利用を進める。 

◇ 温室効果ガス排出量の削減を進める。 

◇ 環境に配慮した契約や物品の調達等を推進する。 

 

基本施策と施策課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅻ 市役所の率先取組の推進 Ⅻ-1 公共施設におけるエネルギー使用量の削減 

Ⅻ-3 エネルギーの使用に由来しない温室効果ガスの削減 

Ⅻ-4 公用車における対策の推進 

Ⅻ-5 緑化の推進 

Ⅻ-2 再生可能エネルギー源の優先的な利用 

Ⅻ-6 環境に配慮した契約や物品調達等の推進 
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施策課題ごとの事務事業 
Ⅻ－１ 公共施設におけるエネルギー使用量の削減 

市役所の事業活動に伴うエネルギー使用量削減のため、省エネ法などの各種法令に基づく

対応を的確に行うとともに率先した取組を行っていく。またＬＥＤ照明の効果を検証すると

ともに、普及啓発に活用するため、モデル事業を実施する。（仮称）産学公民連携研究セン

ターや上作延小学校、百合丘小学校の改築事業などについて、モデル的にエネルギー効率の

高い施設の整備を行う。あわせて公共施設における省エネルギー設備導入のあり方について

検討を進め、（仮称）環境配慮型施設設計指針を策定する。また、水道事業の再構築計画に

基づく浄水場の統廃合に伴い、浄水処理に係るエネルギー使用量削減の取組を進める。新た

な下水道技術の開発に取り組み、地球温暖化対策や省エネルギー対策などを進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●エコオフィス計画に

もとづく取組の推進

●地球温暖化対策

推進計画（CCかわ

さき推進プラン）

に基づく取組の推

進

事業推進

●「(仮称)環境配

慮型施設等設計指

針」の検討

●「(仮称)環境配

慮型施設等設計指

針」の策定

●職員による省エ

ネルギー対策の推

進

●川崎駅東口など、公

共公益施設における省

エネルギー機器等の率

先導入の実施

●エネルギー効率

の高い機器の導入

や断熱性能の向上

による公共公益施

設における省エネ

ルギーの取組のモ

デル実施

●「（仮称）環境

配慮型施設等設計

指針」に基づく省

エネルギーの取組

の推進

●エコオフィス管理シ

ステムの構築

●エコオフィス管

理システムの運営

●改築工事

　①上作延小着手

　②百合丘小着手

●改築工事

　①上作延小完成

　②百合丘小完成

●老朽化した校舎

の施設整備方針の

検討

●老朽化した校舎

の施設整備方針の

策定

●（仮称）産学公民連

携研究センターの整備

事業者の募集・決定

●（仮称）産学公

民連携研究セン

ターの整備

●（仮称）産学公

民連携研究セン

ターの開設・運営

●（仮称）産学公

民連携研究セン

ターの運営

事業推進

エコオフィス推進事業

学校教育施設の改築・大規

模改修事業

殿町3丁目地区中核施設等

整備事業

市民や民間事業者に率先

して、庁内の環境配慮な

どの取組を推進する。

上作延小学校や百合丘小

学校などにおいて、断熱

性の向上など環境配慮の

取組を進める。

（仮称）産学公民連携研

究センターに太陽光、地

中熱の再生可能エネル

ギーや省エネルギー設備

を導入するなど、環境配

慮に取り組むとともに、

導入した環境技術の展示

を行う。
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▽指標 
指標 目標・現状 

市の事業活動に伴う温室効果ガス排出量 
目標 

2020年度までに 2008年度比2割以上削

減 

現状 390,778 トン‐CO2（2008 年度） 

エネルギー使用量 現状 96,459kL（2009 年度） 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
事業名 現状

事業内容・目標

●「水道事業の再構築

計画」に基づく施設整

備の推進

　①長沢浄水場

　第１期工事継続

　（沈でん池、ろ過

　池、配水池、長沢

　浄水場場外連絡

　管更新）

　②生田浄水場

　細山高区送水ポン

　プ設備更新工事継

　続

●「10ヵ年施設整備計

画」に基づく老朽配水

管（口径350mm以下）

の更新

●「水道事業の再

構築計画」に基づ

く施設整備の推進

　①長沢浄水場

　第１期工事継続

　（沈でん池、ろ

　過池、配水池

　、長沢浄水場

　場外連絡管、

　生田送水ポン

　プ設備更新）

　②生田浄水場

　細山高区送水ポ

　ンプ設備更新工

　事継続

　③潮見台・生田

　配水池送水管新

　設

●「10ヵ年施設整

備計画」に基づく

老朽配水管（口径

350mm以下）の更

新

●「水道事業の再

構築計画」に基づ

く施設整備の推進

　②生田浄水場

　配水池更新工事

　着手

●「水道事業の再

構築計画」に基づ

く施設整備の推進

　①長沢浄水場

　第2期工事着手

　（沈でん池、ろ

　過池更新、活

　性炭接触池新

　設）

事業推進水道施設整備事業

安全安定給水の確保のた

め、給水能力の見直しに

伴う施設整備と老朽施設
や配水管の更新を計画的

に実施する。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

水源環境の保全により、安定した水源を確保しすることで、浄水処理における環

境負荷の低減を図る。

下水道事業を効率的かつ効果的に推進するための課題解決に向け、高度処理、地

球温暖化対策などについて既存施設を最大限活用した技術開発を進める。

幸区役所庁舎整備事業

既存学校施設再生整備事業

水処理センター・スラッジセンター・ポンプ場の高度処理、省エネ機器の採用、

小水力発電等の再生可能エネルギーの導入等を推進する。

漏水防止対策事業 漏水を防止し、水資源の有効活用と有収率・有効率の向上を図る。

モデル校（２校）に対し、既存学校施設の改修等の再生整備手法により、長寿命

化や地球温暖化対策をはじめとする環境対策を実施する。

廃棄物処理施設等整備事業

工業用水道事業の効率化の

推進

水道事業の給水能力の見直

し

廃棄物処理事業を安定的かつ円滑に進めるため、廃棄物関連施設の補修及び整備

工事を実施する。

「工業用水道事業の再構築計画」に基づく施設整備の中で、省エネルギー機器を

導入する。

公共建築物の維持保全・修繕等更新への的確な対応を図るため、中長期保全計画

に基づく取組を推進する。

庁舎等整備事業 迅速な出動体制や的確な消防業務運営を確保するため、老朽化した庁舎・施設・

消防団器具置事業推進場等の改修・整備等を推進する。

公共建築物の長寿命化対策

幸区役所庁舎の再整備において、地球環境にも配慮した自然にやさしい区役所づ

くりをめざす。

工業用水道施設整備事業

市民ミュージアムの空調設備の更新にあたり、蓄熱槽や空調方式の見直しを同時

に行うことで、電力使用量の低減を図る。

上下水道事業の環境施策推

進事務

「ＣＣかわさき」に基づく市の取組との整合を図りながら、二酸化炭素削減など

の観点から施設の更新を行い、環境に配慮した事業運営を進める。

老朽給水管対策事業

水源環境保全事業

水処理センター・ポンプ場

施設の整備・再構築事業

「水道事業の再構築計画」に基づく施設整備を推進し、長沢浄水場への機能集約

による使用エネルギーの削減を図る。

庁舎維持管理事務 庁舎の適正な維持管理を行うことで、エネルギー・資源消費の抑制に向けた取組

を行う。

「工業用水道事業の再構築計画」に基づく施設整備の中で、省エネルギー機器を

導入する。

下水道技術開発業務

市民ミュージアム管理運営

事業

漏水を防止することで、浄水処理における環境負荷の低減を図る。

事業名 事業概要
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Ⅻ－２ 再生可能エネルギー源の優先的な利用 
（仮称）産学公民連携研究センターの整備において、環境分野の研究開発拠点にふさわし

い環境技術ショーケースとなる技術として、太陽光、太陽熱利用、地中熱利用の再生可能エ

ネルギー源利用施設の導入や一部の区役所への太陽光発電設備の導入など、啓発効果の高い

公共施設への再生可能エネルギー源利用設備の導入を進める。グリーン電力証書による庁舎

の電力のグリーン化とともに、需要の喚起による再生可能エネルギーの普及を図る。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

庁舎の再生可能エネルギー源導入量（太陽光・

風力・小水力） 
現状 1178.59kW（2008 年度） 

グリーン電力証書（本庁舎等） 現状 1,059,440kWh（2009 年度累計） 

 
 

 

 

 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●公共施設における再

生可能エネルギー利用

設備の導入

●公共施設にお

ける再生可能エ

ネルギー利用設

備の導入

事業推進

●グリーン電力証書の

購入

●グリーン電力

証書の購入

事業推進

●（仮称）産学公民連

携研究センターの整備

事業者の募集・決定

●（仮称）産学

公民連携研究セ

ンターの整備

●（仮称）産学

公民連携研究セ

ンターの開設・

運営

●（仮称）産学

公民連携研究セ

ンターの運営

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

再生可能エネルギー推進事

業

エコオフィス推進事業

殿町3丁目地区中核施設等

整備事業

公共施設に太陽光などの

再生可能エネルギーの導

入を促進する。

（仮称）産学公民連携研

究センターに太陽光、地

中熱の再生可能エネル

ギーや省エネルギー設備
を導入するなど、環境配

慮に取り組むとともに、

導入した環境技術の展示

を行う。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

平成23年度一部開院予定の井田病院新病棟に「太陽光発電設備」及び「水蓄熱

槽」を設置し、地球環境に配慮した施設整備を行う。

平和館の管理運営事業 地域グリーンニューディール基金を活用し、太陽光発電設備とあわせ、省エネ

効果の高い空調設備に改修を行う。（2011年度）

玉川こども文化センターにおいて地域グリーンニューディール基金を活用し、

地中熱利用空調システムを整備する。（2011年度）

水道施設整備事業 「水道事業の再構築計画」に基づく施設整備を推進し、長沢浄水場への機能集
約による使用エネルギーの削減を図るとともに、太陽光発電設備等を導入す

る。

水処理センター・ポンプ場

施設の整備・再構築事業

水処理センター・スラッジセンター・ポンプ場の高度処理、省エネ機器の採

用、小水力発電等の再生可能エネルギーの導入等を推進する。

こども文化センター運営事

業

井田病院改築工事の推進

事業名 事業概要
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Ⅻ－３ エネルギーの使用に由来しない温室効果ガスの削減 
プラスチック製容器包装の分別収集を進め、市役所から排出される温室効果ガスの 43.8％

を占める廃棄物の焼却に起因する二酸化炭素排出量の削減を図る。また、水処理センターや

ポンプ場等の施設において、高度処理や合流下水道の改善などを考慮した施設整備・再構築

を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽指標 
指標 目標・現状 

エネルギーの使用に由来しない温室効果ガス

排出量（廃棄物焼却、下水処理） 
現状 201,134 トン‐CO2（2009 年度） 

 

Ⅻ－４ 公用車における対策の推進 
電気自動車の普及促進のため、引き続き公用車における電気自動車の導入を進める。また、

使用実態に応じた車両の小型化や低公害・低燃費車を率先して導入するとともに、公用車に

おけるエコドライブなどについても徹底し、公用車の利用に伴う温室効果ガス排出量の削減

を進める。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●プラスチック製容器
包装分別収集の南部３

区（川崎区、幸区、中

原区）実施

●プラスチック
製容器包装分別

収集の南部３区

（川崎区、幸
区、中原区）実

施

●プラスチック
製容器包装の分

別収集の全市実

施

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

分別収集事業

プラスチック製容器包装

の分別収集を拡大し、一

層の資源化を推進すると
ともに、効率的な収集体

制を整備する。

計画期間の取組

事業推進

事業推進

事業推進

事業名 事業概要

水処理センター・ポンプ場
施設の整備・再構築事業

温室効果ガスの削減など、環境負荷の低減に向け、３焼却処理施設体制を構築

していくため、今後のごみ焼却処理施設の整備に関する基本的な考え方を取り
まとめる。

処理センター整備事業

水処理センター・スラッジセンター・ポンプ場の高度処理、省エネ機器の採
用、小水力発電等の再生可能エネルギーの導入等を推進する。

余熱利用市民施設運営事業 ごみ焼却の余熱の有効利用と、指定管理者制度を活用した、効果的・効率的な

施設運営を行う。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降
現状

事業内容・目標
事業名

●環境配慮契約推進方

針の策定

●環境配慮契約

推進方針に基づ
く取組の推進

事業推進

●グリーン購入推進方

針に基づく取組の推進

●グリーン購入

推進方針に基づ
く取組の推進

●公用車における電気

自動車の導入

●公用車におけ

る電気自動車の

導入
●普通ごみの適正かつ

効率的な収集運搬の実

施

●収集車両の小

型車化の推進

事業推進

エコオフィス推進事業

普通ごみ収集事業

作業の効率化の向上や環

境負荷の低減などに向け、

収集車両の小型車化を進

める。

公用車における電気自動

車や低公害・低燃費車の

導入を進める。
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▽指標 
指標 目標・現状 

公用車における低公害・低排出ガス車普及割合 
現状 

公用車への九都県市指定低公害車の累

計導入割合：70.8％（2009 年度） 

公用車の燃料使用量 現状 6,786kL（2009 年度） 

 
 

Ⅻ－５ 緑化の推進 
公共施設の緑化の推進は、緑のネットワークの形成、さらにはヒートアイランド現象の緩

和にもつながることから、行政自らが地域緑化の先導役として緑を増やす取組を進める。安

全・安心で快適な教育環境を提供するとともに、環境負荷の低減や自然環境との共生に対応

した施設づくりの一環として、校庭の芝生化（2011 年度：4 校）や学校校舎への壁面緑化用

のネットの設置（2011 年度：15 校）などを実施する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
  

 
 

 
 

Ⅻ－６ 環境に配慮した契約や物品調達等の推進 
環境に配慮した契約や物品調達等の推進のため、環境配慮契約推進方針やグリーン購入推

進方針に基づく取組等を進める。 

また、紙類等の使用量の削減や庁舎から排出される廃棄物の削減など、環境配慮行動を推

進する。 

 

▽具体的な事業と事業内容・目標 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画期間の取組事業名 事業概要

事業推進

事業推進

事業推進車両管理事務 公用車の適正な管理を行うとともに、低公害・低燃費車の導入を進める。

環境に配慮した低公害型バス市バス車両の導入など市バス車両を人と環境にや

さしい車両に更新・導入する。

上下水道事業の環境施策推

進事務

「ＣＣかわさき」に基づく市の取組との整合を図りながら、二酸化炭素削減な

どの観点から施設の更新、低公害車の導入などを行い、環境に配慮した事業運
営を進める。

バリアフリーや環境に配慮

した市バス車両の整備

計画期間の取組事業名 事業概要

事業推進

事業推進

安全で快適な教育環境整備

事業

環境負荷の低減や自然環境との共生に対応した施設づくりの一環として、校庭

の芝生化や学校校舎への壁面緑化用ネットの設置などを実施する。

市民との協働による緑化推

進事業

屋上・壁面緑化への助成制度の運用や、緑の活動団体に対する支援により、緑

の確保と同時に市民の緑化推進に向けた啓発を行う。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●環境配慮契約推進方
針の策定

●グリーン購入推進方
針に基づく取組の推進

●環境に配慮し
た電力入札の実

施など、環境配

慮契約推進方針
に基づく取組の

推進

●グリーン購入
推進方針に基づ

く取組の推進

事業推進

事業名 現状
事業内容・目標

エコオフィス推進事業

市民や民間事業者に率先

して、庁内の環境配慮な

どの取組を推進する。

計画期間の取組

事業推進低公害車普及促進事業

事業名 事業概要

川崎市庁内エコ運搬制度実施方針に基づく取組を進める。
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▽指標 
指標 目標・現状 

グリーン購入の実施状況 
目標 

川崎市グリーン購入推進方針に定める

調達目標を達成すること 

現状 
紙類の平均：97.4％、文具類の平均：

98.8％（2009 年度） 

紙の使用量 現状 140,730 千枚（2009 年度） 

廃棄物排出量 
現状 

紙くず：2,581t、PET ボトル：127t、空

き缶：167t、空き瓶：72t（2006 年度） 

廃棄物リサイクル率 
現状 

紙くず：32％、PET ボトル：90％、空き

缶：96％、空き瓶：52％（2006 年度） 
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第５章 進行管理 

実施計画に定める目標を用いて、ＰＤＣＡサイクルを基本とした進行管理を行う。 

 

１ 実施計画の策定（ＰＬＡＮ） 
基本計画に示された「地球温暖化対策の目標」を踏まえ、地球温暖化対策の推進のために

実施する事務事業に関する実施計画を定める。実施計画については、12 の基本施策に基づく

施策課題及び事務事業と、重点的に実施する事務事業としてとりまとめる重点プロジェクト

を実施計画の対象とする。事務事業の特性に応じて活動量などの定量的・定性的な目標を定

める。 

 

２ 措置の実施（ＤＯ） 
実施計画に位置づけた事務事業を着実に実行する。 

 

３ 評価（ＣＨＥＣＫ） 
実施計画に定める活動量などの定量的・定性的な目標を用いながら、地球温暖化対策の取

組に係る評価を実施する。この内容については、地球温暖化対策推進条例第７条第２項に基

づき、環境審議会に報告するとともにインターネットのホームページ等を用いながら広く公

表し、事業者、市民、市という主体の間で共有する。 

実施計画に定める活動量などの定量的・定性的な目標の達成状況の把握については、川崎

再生ＡＣＴＩＯＮシステムや環境基本計画年次報告書を活用しながら行う。 

 

４ 改善（ＡＣＴＩＯＮ） 
毎年度の実施計画に定める活動量などの定量的・定性的な目標を用いた評価結果や、環境

審議会や様々な主体からの意見を踏まえ、３年ごとに実施計画を改定する。 

 

川崎市温暖化対策庁内推進本部に設置されている部会の取組を推進することで、重点プロ

ジェクトの取組を一層推進していく。 

 

削減目標を含む地球温暖化対策の目標等を用いた進行管理を行うにあたり、市域の排出量

とともに、地球全体での排出量の削減貢献量（域外貢献量）について把握することが必要で

ある。 

今後、地球温暖化対策への間接的な貢献を見える化する枠組みである「ＣＯ2削減川崎モデ

ル」とともに国の温室効果ガス排出量算定方法の検討状況などを踏まえて、域外貢献算定手

法を構築し、域外貢献量を把握していく。 
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図 4-1 進行管理イメージ 

実施計画策定

実施計画の

見直し

Pｌａｎ（計画）

Ａｃｔｉｏｎ（見直し）

実施計画の進行管理イメージ

※措置の実施につ

いては、PDCAサイ

クルにより、毎年進

行管理を行う

環境審議会
・実施計画に基づく措置の

実施状況の報告等

措置の実施※

（３年間）

措置の実施※

（３年間）

措置の実施※

（３年間）

Ｄｏ（実施）

措置の実施状況の

把握

措置の実施状況の

把握

措置の実施状況の

把握

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）

報告

活用 ・川崎再生ＡＣＴＩＯＮシステム

・環境基本計画年次報告書
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参考（施策体系図） 
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基本施策Ⅰ 事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進 
Ⅰ　事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進

・環境調和型まちづくり（エコタウン）推進事業
・川崎臨海部エココンビナートの推進事業

Ⅰ-1　大規模事業者の二酸化炭素排出量の削減（4事業）

・地球温暖化対策事業
・大気汚染防止対策事業
・環境調和型まちづくり（エコタウン）推進事業
・川崎臨海部エココンビナートの推進事業

・国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業

・環境調和型産業振興事業

Ⅰ-5　環境調和型産業の振興・育成（3事業）

・地球温暖化対策事業
・公害防止資金融資事業
・商店街課題対応事業
・間接融資事業

・地球温暖化対策事業

Ⅰ-2　中小規模事業者の二酸化炭素排出量の削減（4事業）

Ⅰ-3　二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の削減（1事業）

Ⅰ-4　低炭素型のビジネススタイルの構築（3事業）

Ⅰ-6　エココンビナート構想の推進（2事業）

・地球温暖化対策事業
・協働による地球環境配慮の推進

・国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業
・先端産業等立地促進事業

 
基本施策Ⅱ 市民生活における温室効果ガス排出量の削減の推進 

・防犯対策事業
・協働による地球環境配慮の推進
・普及広報活動事業
・分別収集事業

・協働による地球環境配慮の推進

・国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業
・地産地消推進事業

Ⅱ-2　エネルギー・資源消費の抑制等（4事業）

・環境まちづくり事業（宮前区）
・環境まちづくり事業（多摩区）
・環境まちづくり事業（麻生区）

Ⅱ-3　協働した地球温暖化対策の推進（8事業）

・地球温暖化対策事業
・協働による地球環境配慮の推進

Ⅱ　市民生活における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ-1　環境配慮型ライフスタイルの構築（4事業）

・環境まちづくり事業（川崎区）
・環境まちづくり事業（幸区）
・環境まちづくり事業（中原区）
・環境まちづくり事業（高津区）

 
基本施策Ⅲ 再生可能エネルギー源等の利用 

・地球温暖化対策事業
・建築物環境配慮推進事業
・再生可能エネルギー推進事業
・新エネルギー産業創出事業
・浮島地区土地利用推進事業

Ⅲ-2　エネルギーを有効利用する仕組みづくり（4事業）

・地球温暖化対策事業
・建築物環境配慮推進事業

Ⅲ　再生可能エネルギー源等の利用

Ⅲ-1　ソーラーシティプロジェクトの推進（7事業）

・井田病院改築工事の推進
・平和館の管理運営事業

Ⅲ-3　地域特性を踏まえた再生可能エネルギー源等の導入拡大（2事業）

・こども文化センター運営事業
・エコオフィス推進事業

・協働による地球環境配慮の推進
・再生可能エネルギー推進事業
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基本施策Ⅳ 低炭素都市づくりの推進 

・地球温暖化対策事業
・環境影響評価・環境調査事業

・地球温暖化対策事業
・建築物環境配慮推進事業

Ⅳ　低炭素都市づくりの推進

・住宅政策調査等推進事業

Ⅳ-2　高いエネルギー効率を有する建築物の誘導（5事業）

Ⅳ-1　面的な対策の推進（3事業）

・地域地区等計画策定・推進事業

・住宅・マンション支援推進事業
・介護サービスの基盤整備事業

 
基本施策Ⅴ 循環型社会の形成の推進 

・処理センター整備事業

Ⅴ-4　焼却過程等における温室効果ガス排出量の削減（6事業）

・余熱利用市民施設運営事業
・環境マネジメントシステム管理事業
・廃棄物処理施設基幹的整備事業
・廃棄物処理施設等整備事業
・リサイクルパークあさお整備事業

・産業廃棄物処理業許可事務
・産業廃棄物管理事業
・産業廃棄物処理施設設置許可事務

Ⅴ-3　収集運搬等における温室効果ガス排出量の削減（2事業）

・普通ごみ収集事業
・廃棄物鉄道輸送事業

・自動車リサイクル法関係事業

Ⅴ-2　事業活動に係る廃棄物の３Ｒの推進（7事業）

・事業系ごみ減量化推進事業
・建設リサイクル事業
・建設リサイクル法業務
・産業廃棄物指導事業

・一般廃棄物処理業許可事務
・廃棄物企画調整事務
・分別収集事業
・資源化処理事業
・北部リサイクル推進事業
・家電リサイクル法関係事業

Ⅴ　循環型社会の形成の推進

Ⅴ-1　市民生活に係る廃棄物の３Ｒの推進（12事業）

・生ごみコンポスト容器・生ごみ処理機助成事業
・生ごみ等リサイクル推進事業
・廃棄物減量指導員活動事業
・普及広報活動事業
・橘リサイクルコミュニティセンター等運営事業
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基本施策Ⅵ 交通における地球温暖化対策の推進 

・自転車通行環境整備事業

・バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備
・地球温暖化対策事業
・ディーゼル車対策事業
・低公害車普及促進事業

Ⅵ-4　自転車等の通行空間の確保（2事業）

・歩道設置事業

・向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業
・柿生駅周辺地区再開発等事業
・民鉄複々線化等鉄道輸送力の向上促進
・総合的な交通体系調査
・都市交通計画関連事業

Ⅵ-3　自動車単体対策の推進（4事業）

・ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業
・小杉駅周辺交通機能整備事業
・新川崎地区整備事業
・鹿島田駅周辺地区整備事業
・溝口駅南口広場整備事業
・登戸地区土地区画整理事業

・バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備
・市バス路線・ダイヤの充実
・運輸安全マネジメントの推進
・川崎駅西口地区住宅市街地総合整備事業
・川崎駅周辺総合整備事業
・京急川崎駅周辺地区整備事業

Ⅵ-2　公共交通機関の利便性の向上（22事業）

・民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業
・民営ノンステップバス導入促進事業
・南武線駅アクセス向上等整備事業
・公共交通の移動円滑化の促進
・市バスナビの充実

・総合的な交通体系調査
・道路改良事業（国県道）
・街路整備事業
・京浜急行大師線連続立体交差事業
・ＪＲ南武線連続立体交差事業
・道路計画調査事業

Ⅵ　交通における地球温暖化対策の推進

Ⅵ-1　環境にやさしい交通ネットワークの構築（13事業）

・臨海部交通アクセス円滑化調査事業
・川崎縦貫道路の整備
・広域道路対策事業調査

・駐車場整備計画業務
・交差点改良事業
・道路改良事業（市道）
・交通需要管理推進事業

 
基本施策Ⅶ 地球環境に係る環境教育・環境学習の推進 

・環境教育推進事業
・環境功労者表彰事業

Ⅶ-3　環境教育・環境学習拠点の充実（3事業）

・環境教育推進事業
・公害研究所環境学習事業
・水辺の楽校協議会支援事業
・多摩川エコミュージアムプラン推進事業

Ⅶ-2　人材育成の推進（3事業）

・協働による地球環境配慮の推進

Ⅶ　地球環境に係る環境教育・環境学習の推進

Ⅶ-1　環境教育・環境学習の推進（7事業）

・広報広聴事業
・協働による地球環境配慮の推進
・再生可能エネルギー推進事業

・協働による地球環境配慮の推進
・再生可能エネルギー推進事業
・環境総合研究所整備事業  
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基本施策Ⅷ 緑の保全及び緑化の推進 

・水辺の楽校協議会支援事業
・多摩川プラン推進事業
・多摩川緑地維持管理事業
・渋川沿川環境改善推進事業

・緑ヶ丘霊園整備事業
・早野聖地公園整備事業
・大規模公園緑地の効果的・効率的な管理運営の推進
・リフレッシュパーク整備事業
・大小公園整備事業

・多摩川エコミュージアムプラン推進事業

・富士見公園整備事業
・生田緑地整備事業
・生田緑地調整事業
・等々力緑地整備事業
・等々力緑地調整事業
・菅生緑地整備事業

・緑化地域制度導入事業
・臨海部緑の環境整備事業
・川崎臨海部アメニティ推進事業
・浮島地区土地利用推進事業

Ⅷ-3　公園緑地の整備（14事業）

・富士見周辺地区整備の推進及び調整

・緑化推進重点地区整備事業
・街路緑化整備事業
・市民との協働による緑化推進事業
・事業所緑化推進事業
・緑化啓発事業
・市民緑化運動の推進

・環境保全型農業推進事業
・自然環境対策事業
・農業振興地域整備計画管理事業
・農地整備等一般管理

Ⅷ-2　緑化の推進（11事業）

・市営住宅等ストック活用事業

Ⅷ-1　緑の保全と育成（10事業）

・緑地保全事業
・保全緑地管理事業

・開発事業に関する調査指導業務
・港湾緑地維持整備事業

Ⅷ-4　水辺空間の利用（8事業）

・河川改修事業

Ⅷ　緑の保全及び緑化の推進

・農業公園・交流促進型地域農業活性化事業
・生産緑地地区指定推進事業
・都市農地保全･活用事業
・市民農体験推進事業

・準用河川等改修事業
・多摩川における並木の復活事業
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基本施策Ⅸ ヒートアイランド対策の推進 

・臨海部緑の環境整備事業
・緑化地域制度導入事業

・低公害車普及促進事業
・交通需要管理推進事業
・大気汚染防止対策事業
・総合的な交通体系調査

Ⅸ-3　地表面被覆の改善（7事業）

・ヒートアイランド対策推進事業
・再生可能エネルギー推進事業

・ヒートアイランド対策推進事業
・緑化推進重点地区整備事業
・市民との協働による緑化推進事業
・市民緑化運動の推進

・港湾緑地維持整備事業
・多摩川エコミュージアムプラン推進事業
・多摩川プラン推進事業
・水路整備事業
・渋川沿川環境改善推進事業

・水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業

Ⅸ-2　排熱の抑制（9事業）

・公共交通の移動円滑化の促進
・こども文化センター運営事業
・地球温暖化対策事業

・公園利用活性化事業
・緑のボランティアセンター運営事業
・農業公園・交流促進型地域農業活性化事業
・都市農地保全･活用事業
・市民農体験推進事業
・農業振興地域整備計画管理事業

・早野聖地公園維持管理事業
・大規模公園緑地の効果的・効率的な管理運営の推進
・リフレッシュパーク整備事業
・協働による身近な公園緑地等の育成
・公園緑地維持管理事業
・街路樹等維持管理事業

・等々力緑地調整事業
・菅生緑地整備事業
・生田緑地維持管理事業
・生田緑地内ばら苑維持管理事業
・等々力緑地維持管理事業
・緑ヶ丘霊園維持管理事業

・保全緑地管理事業
・富士見周辺地区整備の推進及び調整
・富士見公園整備事業
・生田緑地整備事業
・生田緑地調整事業
・等々力緑地整備事業

・河川改修事業
・準用河川等改修事業
・河川維持補修事業
・水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業
・ヒートアイランド対策推進事業
・緑地保全事業

Ⅸ　ヒートアイランド対策の推進

Ⅸ-1　緑・水の確保（35事業）

 
基本施策Ⅹ 環境技術による国際貢献の推進 

・アジア起業家誘致交流促進事業

・国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業

Ⅹ-3　環境技術の海外移転の促進（5事業）

・国際関係事業
・国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業
・海外販路開拓事業
・国際環境産業推進事業

Ⅹ　環境技術による国際貢献の推進

Ⅹ-1　地球全体での温室効果ガスの削減（1事業）

・地球温暖化対策事業

Ⅹ-2　国際的な環境保全活動への支援・連携（2事業）

・国際関係事業
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基本施策Ⅺ 環境技術の研究開発等の推進 

・殿町３丁目地区中核施設等整備事業

ⅩⅠ-2　環境技術情報の収集・発信（2事業）

・環境総合研究所整備事業
・環境調和型産業振興事業

ⅩⅠ　環境技術の研究開発等の推進

ⅩⅠ-1　環境技術の研究開発・科学的環境施策の推進（4事業）

・下水道技術開発業務
・環境総合研究所整備事業
・公害調査研究事業

 

基本施策Ⅻ 市役所の率先取組の推進 

・市民との協働による緑化推進事業

ⅩⅡ-6　環境に配慮した契約や物品調達等の推進（2事業）

・エコオフィス推進事業
・低公害車普及促進事業

・上下水道事業の環境施策推進事務
・エコオフィス推進事業
・普通ごみ収集事業
・車両管理事務

ⅩⅡ-5　緑化の推進（2事業）

・安全で快適な教育環境整備事業

・水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業
・余熱利用市民施設運営事業
・分別収集事業
・処理センター整備事業

ⅩⅡ-4　公用車における対策の推進（5事業）

・バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備

・こども文化センター運営事業
・平和館の管理運営事業
・再生可能エネルギー推進事業
・エコオフィス推進事業
・殿町３丁目地区中核施設等整備事業

ⅩⅡ-3　エネルギーの使用に由来しない温室効果ガスの削減（4事業）

・幸区役所庁舎整備事業
・庁舎維持管理事務

ⅩⅡ-2　再生可能エネルギー源の優先的な利用（8事業）

・水道施設整備事業
・水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業
・井田病院改築工事の推進

・エコオフィス推進事業
・廃棄物処理施設等整備事業
・工業用水道事業の効率化の推進
・工業用水道施設整備事業
・殿町３丁目地区中核施設等整備事業
・市民ミュージアム管理運営事業

・水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業
・水道事業の給水能力の見直し
・下水道技術開発業務
・上下水道事業の環境施策推進事務
・学校教育施設の改築・大規模改修事業
・既存学校施設再生整備事業

・庁舎等整備事業
・公共建築物の長寿命化対策
・水道施設整備事業
・老朽給水管対策事業
・漏水防止対策事業
・水源環境保全事業

ⅩⅡ　市役所の率先取組の推進

ⅩⅡ-1　公共施設におけるエネルギー使用量の削減（20事業）
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